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一般規程 

令和 7年 5月 1日現在 

第 1章 総則 

第 1条（約款の適用） 

当社は、IIJ Omnibus契約約款を定め、これにより IIJ Omnibusを提供します。 

 

第 2条（約款の変更） 

当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後の IIJ Omnibus の提供条件は、変更後の約

款によります。 

2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内

容について通知します。 

 

第 3条（用語の定義） 

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

ネットワーク接続装置 ネットワークを相互接続する装置 

ルータ データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置 

ドメイン名 
当社が指定する団体によって割り当てられるインターネット上の特定空間を

示す名前 

IPv4アドレス 
インターネットプロトコル バージョン 4(IPv4)として定められている 32bit

のアドレス 

IPv6アドレス 
インターネットプロトコル バージョン 6(IPv6)として定められている 128bit

のアドレス 

IP アドレス IPv4アドレス及び IPv6アドレスの総称 

IIJ Omnibus この約款に基づいて当社が提供するサービスの総称 

IIJ Omnibus契約 
一のカテゴリ又はカテゴリの一部の IIJ Omnibus の利用に関し、当社と契約

者とが締結する契約 

契約者 IIJ Omnibus契約の契約者 

課金開始日 
IIJ Omnibusの利用に係る料金(初期費用、一時費用を除く。)の起算日として

当社が指定する日 

解約日 IIJ Omnibus契約の解約の効力が生ずる日 

ID 
IIJ Omnibusの利用に伴って当社が契約者に付与する、英字若しくは数字によ

る文字列又はそれらの組み合わせによる文字列 

パスワード IIJ Omnibusの利用に関し契約者を識別するために当社が契約者に付与する、
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英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。 

アカウント 
契約者が利用者を指定する IIJ Omnibus において、当社が利用者ごとに契約

者に付与する ID及びパスワードの総称 

サービスアダプタ 

当社が提供する WANモジュール及び WANアクセス又は SD-LANモジュール及び

SD サービスアダプタ又は WAN ユニットに利用される機器であって、当社が指

定するもの 

SIM カード 

当社が提供する WAN アクセス（回線品目区分をⅡとするものに限ります。）及

び WANユニット（種類をサービスアダプタ：L3、品目をタイプ B、サービスア

ダプタを SA-W2L とするもの、又は、種類を WAN モバイルとするものに限りま

す。）を利用した通信を行うために必要なものであって契約者情報を記憶させ

ることができる ICカード 

 

第 4条（カテゴリ） 

IIJ Omnibusには、次のカテゴリがあります。 

カテゴリ 内容 

IIJ Omnibusサービス 
IIJ Omnibusを統合的に管理する機能及び各種モジュールのデータを保存する

ためのストレージ領域を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス 

Network Processing System 

各種モジュールを相互接続するためのシステムを提供するサービスであって、

相互接続に係るアクセス制御機能を付加した、当社が定める仕様に基づくサー

ビス 

モジュール 

IIJ Omnibus の内容に応じて当社が区分したサービス単位であって、Network 

Processing Systemに対して契約者が任意に追加及び削除することができるも

の 

ユニット 

IIJ Omnibusの内容に応じて当社が区分したサービス単位であって、当社が提

供する Network Processing Systemとは独立し、IIJ Omnibusサービスに対し

て契約者が任意に追加及び削除することができるもの 

 

第 5条（約款の構成） 

この約款は一般規程及び IIJ Omnibusのカテゴリ毎又はカテゴリの一部毎に定める個別規程に定める個別規程

によって構成されます。一般規程は IIJ Omnibus全体について、個別規程は IIJ Omnibus のカテゴリ毎に適用

されます。一般規程の内容と個別規程の内容に差異がある場合には、個別規程が優先して適用されます。 

 

第 6条（ID及びパスワード） 

契約者は、アカウントの管理責任を負うものとします。 

2 当社は、契約者が IIJ Omnibus契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、アカウントの提示を求め

ることがあります。 

3 契約者は、アカウントを、合理的理由無く第三者に利用させないものとします。なお、アカウントを利用し
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た主体の如何にかかわらず、アカウントを用いて行われた行為は全て契約者によって行われたものとして取り

扱われるものとします。 

4 契約者は、アカウントが窃用された又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社に

その旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、アカウ

ントの窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。 

5 契約者は、IDを変更できないものとします。 

 

第 7条（サービスの提供区域） 

IIJ Omnibusの提供区域は日本国内において IIJ Omnibusのカテゴリ毎に異なるものとし、地域によっては 

サービスの提供ができない場合があります。 

2 IIJ Omnibusは、日本国外から利用できる場合がありますが、当社は、当該利用できることが当該国に 

おいて合法又は適切であることを保証しません。また、当社は、事情の変更により、日本国外からの利用 

ができない措置をとる場合があります。 

 

第 8条（準拠法及び専属的合意管轄裁判所） 

本約款は日本法に準拠するものとし、当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と

契約者の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 9条（契約者） 

一般消費者は、この約款に基づく IIJ Omnibusを利用することはできません。 

 

第 10条（契約の単位） 

当社は、個別規程で定める契約単位毎に一の IIJ Omnibus契約を締結するものとします。 

2当社は、同一の契約者に係る複数の IIJ Omnibus契約について、当社が定める一の管理単位毎に管理します。 

 

第 11条（権利義務の譲渡制限） 

契約者は、IIJ Omnibus契約上の権利義務を譲渡することはできません。 

 

第 12条（本約款の優先） 

IIJ Omnibus契約は、当社と契約者間の唯一かつ最終の合意を形成し、他の合意に優先して適用されます。 

第 2章 申込及び承諾等 

第 13条（利用の申込） 

IIJ Omnibusの利用の申込（IIJ Omnibus契約の内容の変更の請求を含みます。以下同じとします。）は、電磁

的方法（当社所定の Web サイトを通じて行う当社所定の方法をいいます。以下同じとします。）により行うも

のとします。 

2 契約者が行う IIJ Omnibusの利用の申込においては、以下の条件が適用されます。 

契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント（フリーメールサービスに基づ
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いて利用できるメールアカウントは除外されるほか、当社が定める範囲のものとします。）を当社に対して指

定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表

示又は事実の伝達とみなされます。 

当社は前号に定めるもののほか、契約者に対する連絡手段を別途指定する場合があります。その場合には、契

約者は、当該指定に応じた連絡受領手段を講ずるものとします。 

3 第 1項及び前項にかかわらず、IIJ Omnibusの利用の申込は、当社が定める範囲内において、サービスの内

容を特定するために必要な事項（当社が定める区分に応じた担当者の情報を含みます。）を記載した当社所定

の契約申込書を提出して行うことができるものとします。 

 

第 14条（申込の承諾等） 

当社は、IIJ Omnibusの利用の申込があった時は、次条（申込の拒絶）に定める申込の拒絶事由に該当する場

合を除き、これを承諾するものとします。 

2 申込に係る IIJ Omnibusの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、

その順序を変更することがあります。 

 

第 15条（申込の拒絶） 

当社は、IIJ Omnibusの申込者が次の各号に該当する場合には、IIJ Omnibusの利用の申込を承諾しないこと

があります。 

(1) IIJ Omnibus利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき  

(2) 申込に係る IIJ Omnibusの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき  

(3) IIJ Omnibusの申込者が、当該申込に係る IIJ Omnibus契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき  

(4) 申込者が現に締結し、又は、従前締結していた IIJ Omnibus契約において、債務不履行又は不法行為を

行ったことがあるとき  

(5) IIJ Omnibusの利用の申込の際に虚偽の事実を通知したとき 

(6) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直

接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で IIJ Omnibusを利用するおそれがあると

き  

(7) その他当社が不適切と認めたとき  

2 前項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の所在、構成、属性等に係る情報の提供又は公

的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該情報の提供又は

書類の提出が行われない間は、当社は、同項に基づき申込の承諾を留保又は拒絶できるものとします。 

3 当社が前項の規定により、IIJ Omnibus の利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、電子メー

ルをもってその旨を通知するものとします。 

4当社は、同一の契約者が同時に利用することができる IIJ Omnibusの個数の上限又は同一の契約者が同時に

利用することができる IIJ Omnibusの料金の上限を定めることができるものとします。この場合において、当

該上限を超える IIJ Omnibusの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾

しないものとします。 

第 3章 契約事項の変更 
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第 16条（サービス内容の変更） 

契約者は、個別規程に定めがある場合には、IIJ Omnibus契約の内容の変更を請求することができるものとし

ます。 

2 前条（申込の拒絶）の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申

込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。 

 

第 17条（契約者の名称の変更等） 

契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当

社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。 

 

第 18条（法人の契約上の地位の承継） 

契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人

は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。 

 

第 19条（個人の契約上の地位の引継） 

契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係る IIJ 

Omnibus 契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることに

より、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る IIJ Omnibusの

提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約

者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。 

2 第 15条（申込の拒絶）の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあ

るのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と、「IIJ Omnibusの利用の申込」とあるのは「IIJ Omnibus

の利用の申出」それぞれ読み替えるものとします。 

第 4章 契約者の義務 

第 20条（契約者の義務） 

契約者は、一般規程及び個別規程に定められた契約者の義務を遵守するものとします。 

 

第 21条（禁止事項） 

契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。 

(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様において IIJ Omnibusを利用すること 

(2) 当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で IIJ Omnibusを利用すること 

(3) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において IIJ Omnibus

を利用すること 

 

第 22条（契約者の義務違反） 

契約者が、第 20条（契約者の義務）又は前条（禁止事項）に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対し

てこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が IIJ Omnibusの
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利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に

対し、当該賠償について求償することができるものとします。 

第 5章 品質保証、責任の限定等 

第 23条（サービスの品質保証又は保証の限定） 

IIJ Omnibusにおける品質保証又は保証の限定に関しては、個別規程において定めるものとします。 

 

第 24条（当社の免責） 

当社は、前条（サービスの品質保証又は保証の限定）によって定められた品質保証の違背による返金等、本契

約約款において明示的に規定された場合を除き、契約者が IIJ Omnibus の利用に関して被った損害(その原因

の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。 

第 6章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止 

第 25条（利用の制限） 

当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそ

れがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通

信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、IIJ Omnibus の利用を制限する措

置を採ることがあります。 

2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（平成 11年法律第 52号）

において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。 

 

第 26条（利用の中止） 

当社は、次に掲げる事由があるときは、IIJ Omnibusの提供を中止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき  

(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき  

2 当社は、IIJ Omnibusの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1号により中止する場合にあっては、

その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知

します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 

3 契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下において「障害情報通知先」といいま

す。)を通知するものとします。 

4 障害情報通知先の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨及び変更後の障害情報通知先を当社に届

け出るものとします。 

 

第 27条（利用の停止等） 

当社は、契約者が次の各号に該当するときは、IIJ Omnibusの提供を停止又は利用を制限することがあります。 

(1) IIJ Omnibus契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき  

(2) 第 20条（契約者の義務）の規定に基づき定められた契約者の義務に違反したとき 
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(3) 第 21条（禁止事項）の規定に違反したとき  

(4) IIJ Omnibusに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様

において IIJ Omnibusが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したと

き 

2 当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。

ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 

 

第 28条（サービスの廃止） 

当社は、当社の判断により、IIJ Omnibusの全部又は一部を廃止することがあります。 

2 当社は、前項の規定により IIJ Omnibusの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3

ヶ月前までに、その旨を通知します。 

3 第 1項及び前項にかかわらず、IIJ Omnibusの内容に他の電気通信事業者等が提供する役務等が含まれる場

合には、当該他の電気通信事業者等によって当該役務等の提供が廃止されることに伴い、IIJ Omnibusの全部

又は一部が廃止されることがあるものとします。この場合、当社は契約者に対し、当社が知得した範囲におい

て当該役務等の提供の廃止について通知に努めるものとします。 

4 本条の規定は、個別規程において別の定めをすることができるものとします。 

第 7章 契約の解除 

第 29条（当社の解除） 

当社は、次に掲げる事由があるときは、IIJ Omnibus契約を解除することがあります。 

(1) 第 27条（利用の停止等）第 1項の規定により IIJ Omnibusの利用が停止又は制限された場合において、

契約者が当該停止又は制限の日から 2ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないと

き。ただし、当該停止又は制限が同条第 1項第 1号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除するこ

とがあります。 

(2) 第 27 条（利用の停止等）第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼ

すおそれがあると認められるとき  

2 当社は、前項の規定により IIJ Omnibus契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知し

ます。 

 

第 30条（契約者の解除） 

契約者は、当社に対し、各 IIJ Omnibus 契約毎に電磁的方法で通知をすることにより、IIJ Omnibus契約を解

除することができます。この場合において、当該解除の効力が生ずる日は、個別規程において定めるものとし

ます。 

2 第 25条（利用の制限）又は第 26条（利用の中止）第 1項の事由が生じたことにより IIJ Omnibusを利用す

ることができなくなった場合において、当該サービスに係る IIJ Omnibus契約の目的を達することができない

と認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を

解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じた

ものとします。 
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3 第 28条（サービスの廃止）の規定により、IIJ Omnibusの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日

に当該廃止された IIJ Omnibusに係る IIJ Omnibus契約が解除されたものとします。 

4 第 1項にかかわらず、契約者は、当社に対し、当社が定める範囲内において、各 IIJ Omnibus契約毎に当社

所定の解約申込書で通知することにより、各 IIJ Omnibus契約を解除することができます。この場合において、

当該解除の効力が生ずる日は、個別規程において定めるものとします。 

第 8章 料金等 

第 31条（契約者の支払義務） 

契約者は、当社に対し、IIJ Omnibus の利用に関し、IIJ Omnibus の申込過程において電磁的方法又は書面交

付により契約者に示される料金を支払うものとします。 

2一般規程及び個別規程で定める場合を除き、IIJ Omnibusの利用に伴って継続的に課金される料金について、

以下の場合にあっては当社が定める日割計算式を適用して算定するものとします。 

(1) 課金開始日が暦月の初日以外の日である場合  

(2) 解約日が暦月の末日以外の日である場合  

(3) 契約内容の変更により料金の変更が発生した日が暦月の初日以外の日である場合  

3 第 27条（利用の停止等）の規定により、IIJ Omnibusの利用が停止又は制限された場合の当該停止又は制限

の期間における当該サービスに係る IIJ Omnibusの料金の額の算出については、当該サービスの提供があった

ものとして取り扱うものとします。 

4 当社は、第 1項に基づき契約者に示された料金を変更する場合があります。この場合において、当社は、当

社の定める方法により、事前に契約者に通知するものとします。 

 

第 32条（料金調定） 

IIJ Omnibus契約について、最低利用期間内における解除、契約内容の変更その他個別規程で定める事由が発

生した場合には、契約者は、個別規程に定めるところにより、調定金を支払うものとします。 

 

第 33条（品質保証違背時の減額） 

IIJ Omnibusについて第 23条（サービスの品質保証又は保証の限定）の規定に基づく品質保証が設けられてい

る場合であって、当該品質保証の違背が発生したときは、当社は、契約者の請求に基づき、IIJ Omnibusのカ

テゴリ毎に定める額を料金から減額するものとします。 

 

第 34条（料金の支払方法） 

契約者は、IIJ Omnibusの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとしま

す。 

 

第 35条（割増金） 

IIJ Omnibusの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2倍に相当する金額を支払

うものとします。 

 



 

21 

 

 

第 36条（遅延損害金） 

契約者は、 IIJ Omnibusの料金その他 IIJ Omnibus契約上の債務の支払を怠ったときは、次項に定める方法に

より算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌

日から 10日以内に支払われたときは、この限りでありません。 

2 遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。 

(1) 未払の期間が 30日以内のときにあっては、未払債務の 100分の 2の額  

(2) 未払の期間が 30 日を超えるときにあっては、未払債務の 100 分の 2 の額に 31 日目から 30 日までごと

に(端数は切り捨てます)1000分の 15の額を加えた額  

 

第 37条（割増金等の支払方法） 

第 34条（料金の支払方法）の規定は、第 35条（割増金）及び前条（遅延損害金）の場合について準用します。 

 

第 38条（消費税） 

契約者が当社に対し IIJ Omnibus に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及

び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、

当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 

第 9章 契約者情報 

第 39条（通信の秘密） 

当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）第 4条を遵守し

た取り扱いを行うものとします。 

2 前項のもとに、当社は、契約者の同意がある場合、第 42 条（業務委託）に基づき業務委託を行う際に必要

がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め（当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイド

ラインを含む。）に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用（当社の電気通信設

備及び契約者を含む当社のサービス利用者の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及

び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で契約者を含む当社のサー

ビス利用者に情報提供すること又は公開することを含む。）、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあら

かじめこれらについて同意するものとします。 

 

第 40条（営業秘密等） 

当社は、IIJ Omnibusの提供に関し知り得た契約者の営業秘密（不正競争防止法（平成 5年法律第 47号）上の

「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。）について、第三者

に対し開示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。 

(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報 

(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 

(3) 当社が独自に開発した情報 

(4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報 

2 前条（通信の秘密）第 2項の規定は、前項の営業秘密の取扱いについて準用するものとします。 
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3 契約者は、IIJ Omnibusの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である

旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示

してはならないものとします。 

4 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、契約者に対して最適なサービスプランの提案その他契約者の利便向上に関

わる目的のため、契約者が本サービスを利用している事実及びその態様について、当社の子会社と情報を共有する

ことができます。 

 

第 41条（個人情報保護） 

当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報（以下「個人情報」と

いいます。）を適切に取り扱うものとします。 

2 当社は、IIJ Omnibusの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとし

ます。 

(1) IIJ Omnibus の提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを

含みます。) 

(2) IIJ Omnibusの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。 

(3) 当社の商品、サービスに関する情報（IIJ Omnibusに限らず、当社の別商品、サービス又は当社の新規

商品、サービス紹介情報等を含みます。）又は提携先の商品、サービス等の情報を、契約者がアクセスし

た当社の Webページその他契約者の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、又は

電話すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開する

ことができます。 

(4) 前各号に付属する業務を行うこと。 

(5) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。 

3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、IIJ 

Omnibus の提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当

社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。  

4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の

開示に関する法律（平成 13 年法律第 137 号）第４条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令

に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。  

5 契約者は IIJ Omnibus 契約を有効に締結したことにより、 

https://www.iij.ad.jp/svcsol/agreement/pdf/BRM003.pdf に表示された Data Processing Addendum（データ保護

契約）にも同意したこととなり、データ保護契約は効力を生じます。そのデータ保護契約は、当社のサービスに係

る約款・規約を表示したウェブサイトに掲載されています。 

 

第 42条（設定情報の開示） 

当社は IIJOmnibus 提供のために必要な場合には、異なる契約者間で相互接続されている各カテゴリに係る一

方の契約者の通信環境の設定情報を、他方の契約者に開示することができるものとします。 

第 10章 雑則 
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第 43条（業務委託） 

当社は、IIJ Omnibusの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができる

ものとします。 

 

第 44条（サービス利用に必要な役務等） 

IIJ Omnibusを利用するために必要な電気供給等の役務、装置等は、個別規程において明示的に規定されてい

る場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。 

 

第 45条（他のサービスとの接続） 

当社が提供する役務を相互接続する機能を有するサービス （以下「相互接続サービス」といいます。）に接続

する IIJ Omnibusの契約者は、相互接続サービスの契約者から当社への申出により、当該契約者以外の者が利

用する当社役務（IIJ Omnibus又は IIJインターネットサービス契約約款に基づき当社が提供する IIJインタ

ーネットサービスを含み、これに限られません。）と当該契約者が利用する IIJ Omnibusが接続される可能性

があることについて、あらかじめ同意するものとします。 

 

第 46条（技術的事項） 

IIJ Omnibusにおける基本的な技術事項は、個別規程において定めるものとします。 

 

第 47条（サイバー攻撃への対処） 

当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又

は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。 

(1) 当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃（情報通信ネットワーク又は電磁

的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の

機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃（以下「設備攻撃」といいます。）又は、

設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信事業者がその業務上記録している電気通信

の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録により、設備攻撃に先立って行われる当該探

査を目的とする電気通信の送信（当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。）であ

ることを合理的に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により行われるサイバー攻撃

をいいます。以下本条において同じとします。）の送信先となった場合に、当該送信型対電気通信設備サイ

バー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当

該送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処を求めるために、契約者から個別かつ明確な同意が得られ

た場合に限り、当社設備で必要な範囲において検知した通信記録（送信元 IP アドレス、ポート番号及び

タイムスタンプ）を当該電気通信事業者に提供することを、電気通信事業法に定める「認定送信型対電気

通信設備サイバー攻撃対処協会」（以下本条において「認定協会」といいます。）に委託すること。 

(2) 当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合に、認定協

会が送信型電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目

的で、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、当社設備で必要な範囲において通信（送信

先 IPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプ）を検知し、これを認定協会に提供すること。 
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(3) 国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成 11 年法律第 162 号）に基づき国立研究開発情報通信研究機

構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関し

て行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提

供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の

電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注

意喚起を行うこと。 

(4) 契約者が、C＆Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサー

バへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、

IIJ Omnibusの契約期間中いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更

できるものとします。 

(5) サイバー攻撃の適切な予防措置及び事後対処に活用することを目的として、それらに関連する契約者の通

信記録に係る情報分析基盤を構築及び運用すること。 

第 48条（カスタマーハラスメント） 

IIJ Omnibusの利用にあたり、契約者が、当社（当社の委託先を含み、以下本条において同じとします。）に

対する問い合わせ等において、当社への要求内容が著しく妥当性を欠く場合、要求を実現するための手段・態

様が社会通念上不相当な場合その他刑法、軽犯罪法等の法令に抵触し又は抵触する虞がある場合（以下「カス

タマーハラスメント」といいます。）、当社は IIJ Omnibusの履行その他利用者からの要求を断ることができ

るものとします。カスタマーハラスメントには、契約者が以下のいずれかの事由に該当する行為を為した場合

を含み、それらに限られません。 

(1) 契約に定める範囲を越えた要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求 

(2) 合理的理由のない当社への謝罪要求や当社関係者への処罰の要求 

(3) 同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為 

(4) 威迫、脅迫、威嚇行為 

(5) SNSやインターネット上での誹謗中傷 

(6) 侮辱、人格を否定する発言、性的嫌がらせ、プライバシー侵害行為 

(7) 傷害、暴行、恐喝、強要またはそれらの未遂 

(8) 信用棄損、業務妨害、威力業務妨害 

(9) 不法侵入、不退去 

(10) 前各号に類する行為 

2 契約者は、カスタマーハラスメントを行ってはならないものとします。なお、カスタマーハラスメントによ

り当社、当社関係者が損害を被った場合、当該行為者は、当社に生じた損害（慰謝料を含みます。）を賠償す

るものとします。 

3 第 1項の定めに該当する場合、当社は自己の債務不履行に関して一切責任を負わないものとします。 

4 第 1項の定めに該当する場合、当社は、当該契約者との IIJ Omnibusに係る契約を何ら負担なく解除するこ

とができるものとします。 

5 第 1項の定めに該当する場合、当社は、当社の判断において、警察、弁護士等への通報、連絡を行い適切な

対処をするものとします。 

附則 
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平成 27年 9月 24日施行 

この契約約款は、平成 27年 9月 24日から実施します。 

平成 27年 12月 17日変更 

この契約約款は、平成 27年 12月 17日から実施します。 

平成 28年 10月 27日変更 

この契約約款は、平成 28年 10月 27日から実施します。 

平成 28年 11月 1日変更 

この契約約款は、平成 28年 11月 1日から実施します。 

平成 28年 11月 30日変更 

この契約約款は、平成 28年 11月 30日から実施します。 

平成 29年 7月 1日変更 

この契約約款は、平成 29年 7月 1日から実施します。 

平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 

平成 30年 8月 23日変更 

この契約約款は、平成 30年 8月 23日から実施します。 

平成 31年 3月 1日変更 

この契約約款は、平成 31年 3月 1日から実施します。 

令和 3年 11月 1日変更 

この契約約款は、令和 3年 11月 1日から実施します。 

 

令和 5年 6月 1日変更 

この契約約款は、令和 5年 6月 1日から実施します。 
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令和 5年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 5年 8月 1日から実施します。 

 

令和 6年 4月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 4月 1日から実施します。 

 

令和 7年 4月 1日変更 

この契約約款は、令和 7年 4月 1日から実施します。 

 

令和 7年 5月 1日変更 

この契約約款は、令和 7年 5月 1日から実施します。 
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個別規程 IIJ Omnibusサービス 

平成 30年 8月 23日現在 

第 1条（定義） 

IIJ Omnibus サービスとは、IIJ Omnibusを統合的に管理する機能及び各種モジュールのデータを保存するた

めのストレージ領域を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスをいいます。 

 

第 2条（最低利用期間） 

IIJ Omnibusサービスに係る IIJ Omnibus契約(以下「IIJ Omnibusサービス契約」といいます。)における最

低利用期間はありません。  

 

第 3条（解除の効力が生ずる日） 

IIJ Omnibusサービス契約における当該契約の解除の効力が生ずる日は、以下のとおりとします。  

(1) 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日から 30 日を経過す

る日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日 

(2) 契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定

した日 

 

第 4条（料金） 

契約者が、IIJ Omnibusサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、IIJ Omnibus サービスの申込過程に

おいて電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ 

Omnibus サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務

は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。  

 

附則 

平成 27年 9月 24日施行 

この契約約款は、平成 27年 9月 24日から実施します。 

 

平成 30年 8月 23日変更 

この契約約款は、平成 30年 8月 23日から実施します。 
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個別規程 Network Processing System 

平成 30年 8月 23日現在 

第 1条（定義） 

Network Processing System とは、各種モジュールを相互接続するためのシステムを提供するサービスであっ

て、相互接続に係るアクセス制御機能を付加した、当社が定める仕様に基づくサービスをいいます。 

 

第 2条（品目） 

Network Processing Systemには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。 

品目 内容 

JP-E 
東日本地区（当社が定める範囲とします）に位置する当社設備を利用する Network 

Processing System 

JP-W 
西日本地区（当社が定める範囲とします）に位置する当社設備を利用する Network 

Processing System 

 

第 3条（最低利用期間） 

Network Processing Systemに係る IIJ Omnibus契約(以下「Network Processing System契約」といいます。)

における最低利用期間はありません。  

 

第 4条（契約の単位） 

当社は、Network Processing Systemの場合にあっては、一の品目毎に一の Network Processing System 契約

を締結します。 

 

第 5条（利用資格） 

Network Processing Systemを利用するには、IIJ Omnibusサービスの契約者である必要があります。 

 

第 6条（契約内容の変更） 

契約者は、Network Processing Systemの品目を変更することはできません。  

 

第 7条（オプションサービス） 

当社は､電磁的方法により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。 

2 Network Processing Systemには、次のオプションサービスがあります。 

(1) NPS間接続オプション 

複数の Network Processing Systemを接続するオプションであって、当社が別途定める仕様に基づき提供する

もの。NPS 間接続オプションには、東日本リージョン接続と西日本リージョン接続の品目があります。NPS 間

接続オプションを利用して接続された Network Processing Systemの集合単位を NPSグループといいます。 

3 NPS間接続オプションの利用における最低利用期間はありません。 
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4 契約者が電磁的方法によりオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、契約者が当該通知にお

いて解除の効力が生じる日として指定した日に、オプションサービスの利用の停止の効力が生じるものとしま

す。 

 

第 8条（品質保証） 

Network Processing System においては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1

の定めによるものとします。  

(1) 稼働率 

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に

対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。 

 

第 9条（料金の減額） 

Network Processing System において前条（品質保証）に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、別

紙 1に定めるところにより、Network Processing System に相互接続されている各種モジュールの料金の減額

を行うものとします。ただし、契約者が、当該品質保証の違背が発生した月の翌月 15 日までに当該請求をし

なかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 

 

第 10条（解除の効力が生ずる日） 

契約者が電磁的方法により Network Processing Systemの解除に係る通知をした場合、契約者が当該通知にお

いて解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。  

2 Network Processing System 契約に係る IIJ Omnibus サービス契約が解除された場合には、当該 Network 

Processing System契約は同日又は当社が指定する日に解除されるものとします。 

 

第 11条（料金） 

契約者が、Network Processing Systemの利用に関して支払うべき料金の額は、Network Processing System

の申込過程において電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の支払義

務は Network Processing Systemの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時

費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生する

ものとします。  

 

附則 

平成 27年 9月 24日施行 

この契約約款は、平成 27年 9月 24日から実施します。 

平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 

平成 30年 8月 23日変更 

この契約約款は、平成 30年 8月 23日から実施します。 
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別紙 1 Network Processing Systemにおける品質保証 [第 8条・第 9条関係] 

稼働率 

(1) 保証基準 

Network Processing System に接続される各種モジュールの稼働率（当社の定める算定方法による）が、

99.99%以上であること。 

 

(2) 品質保証違背時の減額 

Network Processing System に接続される各種モジュールの月額基本料の 30 分の 1 を減額するものとす

る。 
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個別規程 インターネットアクセスモジュール 

令和 6年 8月 1日現在 

第 1条（定義） 

インターネットアクセスモジュールとは、当社のネットワークセンタに設置されているルータと Network 

Processing Systemとを結んで、インターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当社が定める仕様に

基づくモジュールをいいます。 

 

第 2条（品目） 

インターネットアクセスモジュールには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があり

ます。  

品目 内容 

IP-1 DNS 及び NAPT機能を利用することができるモジュール 

IP-2 
DNS 及び NAPT 機能を利用することができるモジュールであって、二の Network 

Processing Systemにおいて冗長化を図るもの 

 

第 3条（帯域品目） 

インターネットアクセスモジュールには、次の帯域品目(以下この個別規程において「帯域品目」といいます。)

があります。 

帯域品目 内容 

ベストエフォート 契約者が利用可能な帯域の値を指定できないもの 

帯域確保 契約者が指定する帯域が利用可能となる設定を当社が行うもの 

 

第 4条（最低利用期間） 

インターネットアクセスモジュールに係る IIJ Omnibus契約(以下「インターネットアクセスモジュール契約」

といいます。)における最低利用期間はありません。  

 

第 5条（契約の単位） 

当社は、インターネットアクセスモジュールの場合にあっては、一の品目毎に一のインターネットアクセスモ

ジュール契約を締結します。 

 

第 6条（IPアドレスの特定） 

インターネットアクセスモジュールにおいて使用できる IPアドレスは、IPv4アドレスとします。 

2 契約者がインターネットアクセスモジュールにおいて使用する IPアドレス（プライベート IPアドレスを除

きます。）は、当社が指定します。 

3 契約者は、前項の IPアドレス以外の IPアドレスを使用してインターネットアクセスモジュールを利用する

ことはできません。 
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第 7条（利用資格） 

インターネットアクセスモジュールを利用するには、当社が提供する Network Processing Systemの契約者で

ある必要があります。なお、品目を IP-2 とするインターネットアクセスモジュールを利用するには、二の

Network Processing Systemの契約者である必要があります。 

2 一の NPS グループにおいて、品目の異なるインターネットアクセスモジュールを同時に利用することはでき

ません。  

3 品目を IP-1 とするインターネットアクセスモジュールの利用可能数の上限は、一の Network Processing 

System につき 1又は一の NPS グループあたり 2とします。 

4品目を IP-2とするインターネットアクセスモジュールの利用可能数の上限は、一の NPSグループあたり 1と

します。 

 

第 8条（契約内容の変更） 

契約者は、次の事項について、インターネットアクセスモジュール契約の内容の変更を請求することができる

ものとします。  

(1) 品目（変更前の品目を IP-1 とし、かつ、インターネットアクセスモジュールの利用数が一の NPS グル

ープあたり 2とする場合を除きます。） 

(2) 帯域品目 

(3) 接続帯域（帯域品目を帯域確保とする場合に限ります。） 

(4) 前 3号に定める事項のほか、当社が指定する事項 

 

第 9条（品質保証） 

インターネットアクセスモジュールにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は

別紙 1の定めによるものとします。  

(1) 遅延時間 

(2) 障害通知 

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に

対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。  

 

第 10条（料金の減額） 

インターネットアクセスモジュールにおいて前条（品質保証）に定める品質保証の違背が発生した場合、当社

は、別紙 1に定めるところにより、インターネットアクセスモジュールの料金の減額を行うものとします。た

だし、契約者が、当該品質保証の違背が発生した月の翌月 15 日までに当該請求をしなかったときは、契約者

はその権利を失うものとします。 

 

第 11条（解除の効力が生ずる日） 

インターネットアクセスモジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、

契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じるものと
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します。 

 

第 12条（料金） 

契約者が、インターネットアクセスモジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、インターネットアクセ

スモジュールの申込過程において電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期

費用の支払義務はインターネットアクセスモジュールの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は

課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、

それぞれ発生するものとします。  

 

第 13条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結

果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対

し、契約内容の変更の提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。 

 

附則 

平成 27年 9月 24日施行 

この契約約款は、平成 27年 9月 24日から実施します。 

 

平成 27年 12月 17日変更 

この契約約款は、平成 27年 12月 17日から実施します。 

 

平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 

 

別紙 1 インターネットアクセスモジュールにおける品質保証 [第 9条・第 10条関係] 

1 遅延時間 

(1) 保証基準 

利用月における当社の基幹ネットワークセンタ（東京、渋谷データセンター及び大阪）と国内全てのネット

ワークセンタ及びデータセンターの平均遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。  

区間 保証値 

国内 25ms 

備考 国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ（東京、渋谷データセンター及び大阪）と国内全

てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。 

(2) 品質保証違背時の減額 

月額基本料金の 30分の 1を減額するものとする。 
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2 障害通知 

(1) 保証基準 

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害情

報通知先に障害の通知を行うこと。 

(2) 品質保証違背時の減額 

月額基本料金の 30分の 1を減額するものとする。 
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個別規程 エンハンストファイアウォールモジュール 

令和 6年 8月 1日現在 

第 1条（定義） 

エンハンストファイアウォールモジュールとは、Network Processing System上でファイアウォール機能を提

供する、当社が定める仕様に基づくモジュールをいいます。 

 

第 2条（品目） 

エンハンストファイアウォールモジュールには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)

があります。  

品目 内容 

EF-1 
インターネットアクセスモジュールにより提供されるインターネット接続機能に対

してファイアウォール機能を提供するモジュール 

 

第 3条（機能品目） 

エンハンストファイアウォールモジュールには、次の機能品目(以下この個別規程において「機能品目」といい

ます。)があります。  

機能品目 内容 

基本機能 アクセス制御および通信ログを保管する機能 

脅威対策 基本機能及び各種脅威を低減する機能 

サンドボックス 基本機能、脅威対策及び仮想環境による標的型攻撃対策機能 

 

第 4条（最低利用期間） 

エンハンストファイアウォールモジュールに係る IIJ Omnibus 契約(以下「エンハンストファイアウォールモ

ジュール契約」といいます。)における最低利用期間は 1ヶ月とし、その起算日は課金開始日とします。  

 

第 5条（契約の単位） 

当社は、エンハンストファイアウォールモジュールの場合にあっては、一の品目毎に一のエンハンストファイ

アウォールモジュール契約を締結します。 

 

第 6条（IPアドレスの特定） 

エンハンストファイアウォールモジュールにおいて使用できる IPアドレスは、IPv4アドレスとします。 

2 契約者がエンハンストファイアウォールモジュールにおいて使用する IPアドレス（プライベート IP アドレ

スを除きます。）は、当社が指定します。 

3 契約者は、前項の IPアドレス以外の IPアドレスを使用してエンハンストファイアウォールモジュールを利

用することはできません。 
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第 7条（利用資格） 

品目を EF-1 とするエンハンストファイアウォールモジュールを利用するには、当社が提供するインターネッ

トアクセスモジュールの契約者である必要があります。 

 

第 8条（オプションサービス） 

当社は、電磁的方法により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。 

2 エンハンストファイアウォールモジュールには、次のオプションサービスがあります。 

(1) 運用オプション 

ファイアウォール機器の設定を当社が行うオプションサービス 

(2) 拡張運用オプション 

運用オプションにおける設定対応時間を 24 時間 365 日に拡張するオプションサービス 

3 運用オプションの利用における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は運用オプションの課金開始日とし

ます。なお、拡張運用オプションの利用における最低利用期間はありません。 

4 契約者が電磁的方法によりオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、契約者が当該通知に

おいて解除の効力が生じる日として指定した日に、オプションサービスの利用の停止の効力が生じるものとし

ます。 

 

第 9条（品質保証） 

エンハンストファイアウォールモジュールにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証

基準は別紙 1の定めによるものとします。  

(1) 障害通知 

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に

対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。  

 

第 10条（料金の減額） 

エンハンストファイアウォールモジュールにおいて前条（品質保証）に定める品質保証の違背が発生した場合、

当社は、別紙 1に定めるところにより、エンハンストファイアウォールモジュールの料金の減額を行うものと

します。ただし、契約者が、当該品質保証の違背が発生した月の翌月 15 日までに当該請求をしなかったとき

は、契約者はその権利を失うものとします。 

 

第 11条（解除の効力が生ずる日） 

エンハンストファイアウォールモジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をし

た場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じ

るものとします。 

 

第 12条（料金） 

契約者が、エンハンストファイアウォールモジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、エンハンストフ

ァイアウォールモジュールの申込過程において電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合に
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おいて、初期費用の支払義務はエンハンストファイアウォールモジュールの申込を当社が承諾した時点で、月

額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当

社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。  

 

第 13条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結果、

帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対し、他

の当社サービスへの切り替えの提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。 

 

附則 

平成 28年 3月 30日施行 

1 この契約約款は、平成 28年 3月 30日から実施します。 

2 本文の規定にかかわらず、エンハンストファイアウォールモジュールを利用するにあたっては、運用オプ

ションを同時に利用する必要があります。 

3 当社が前項の適用を廃止する場合には、当社が定める方法により契約者に通知するものとします。 

 

平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 

 

別紙 1 エンハンストファイアウォールモジュールにおける品質保証 [第 9条・第 10条関係] 

障害通知 

(1) 保証基準 

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害情

報通知先に障害の通知を行うこと。 

 

(2) 品質保証違背時の減額 

月額基本料金の 30分の 1を減額するものとする。 
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個別規程 WANモジュール 

令和 6年 8月 1日現在 

第 1条（定義） 

WAN モジュールとは、Network Processing Systemと当社が WANアクセスにおいて提供するサービスアダプタ

とを接続する機能を提供する、当社が定める仕様に基づくモジュールをいいます。 

 

第 2条（品目） 

WAN モジュールには、次の品目(以下この個別規程において品目といいます。)があります。  

品目 内容 

WP-1 一の Network Processing Systemにおいて、一の VPNセンタ機能を提供するモジュール 

WP-2 
二までの Network Processing System において、二の VPN センタ機能を提供するモジ

ュールであって冗長化を図るもの 

WP-3 
一の Network Processing Systemにおいて、電気通信回線による一の WANを提供するモ

ジュール 

WP-4 

二までの Network Processing System において、電気通信回線による一の WAN及び一

の VPN センタ機能を提供するモジュールであって、電気通信回線による主回線（「主回

線」とは、主となって利用される回線をいいます。以下同じとします。）と VPN センタ

機能による副回線（「副回線」とは、主回線による接続ができない場合に利用される回

線をいいます。以下同じとします。）によって冗長化を図るもの 

WP-5 
二までの Network Processing System において、電気通信回線による二の WAN機能を

提供するモジュールであって主回線と副回線によって冗長化を図るもの 

WP-6 

二までの Network Processing System において、電気通信回線による一の WAN及び一

の VPNセンタ機能を提供するモジュールであって、VPNセンタ機能による主回線と電気

通信回線による副回線によって冗長化を図るもの 

 

第 3条（帯域品目） 

WAN モジュールには、次の帯域品目(以下この個別規程において「帯域品目」といいます。)があります。 

帯域品目 内容 

ベストエフォート 
Network Processing Systemと VPNセンタとの接続部分において、契約者が利用可能な

帯域の値を指定できないもの 

帯域確保 
Network Processing Systemと VPNセンタとの接続部分において、契約者が指定する帯

域が利用可能となる設定を当社が行うもの 

閉域 
契約者が別途当社と契約していることにより利用している IIJ 広域ネットワークサー

ビスにおいて提供する電気通信回線を利用するもの 

2 WANモジュールは、品目毎に次の帯域品目を提供します。 
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品目 帯域品目 

WP-1 ベストエフォート又は帯域確保 

WP-2 ベストエフォート又は帯域確保 

WP-3 閉域 

WP-4 
主回線においては、閉域 

副回線においては、ベストエフォート又は帯域確保 

WP-5 主回線、副回線ともに、閉域 

WP-6 
主回線においては、ベストエフォート又は帯域確保 

副回線においては、閉域 

 

第 4条（最低利用期間） 

WAN モジュールに係る IIJ Omnibus 契約(以下「WAN モジュール契約」といいます。)における最低利用期間は

ありません。 

 

第 5条（契約の単位） 

当社は、WANモジュールの場合にあっては、一の品目毎に一の WANモジュール契約を締結します。 

 

第 6条（IPアドレスの特定） 

WAN モジュールにおいて使用できる IPアドレスは、IPv4アドレス及び IPv6アドレスとします。 

2 契約者が WAN モジュールにおいて使用する IP アドレス（プライベート IPアドレスを除きます。）は、当社

が指定します。 

3 契約者は、前項の IPアドレス以外の IP アドレスを使用して WANモジュールを利用することはできません。 

 

第 7条（利用資格） 

WANモジュールを利用するには、当社が提供する Network Processing Systemの契約者である必要があります。 

2 帯域品目を閉域とする WAN モジュールを利用するには、IIJ 広域ネットワークサービスの契約者である必

要があります。 

 

第 8条（契約内容の変更） 

契約者は、次の事項について、WANモジュール契約の内容の変更を請求することができるものとします。  

(1) 品目（WP-1 から WP-2 若しくは WP-6への変更又は WP-3から WP-4若しくは WP-5への変更に限ります。） 

(2) 帯域品目(品目を WP-1 又は WP-2とする場合に限ります。) 

(3) 接続帯域(帯域品目を帯域確保とする場合に限ります。) 

(4) 前 3号に定める事項のほか、当社が指定する事項 

 

第 9条（品質保証） 

WAN モジュールにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1 の定めによる
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ものとします。  

(1) 障害通知 

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に

対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。  

 

第 10条（料金の減額） 

WAN モジュールにおいて前条（品質保証）に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、別紙 1 に定める

ところにより WANモジュールの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が、当該品質保証の違背が発

生した月の翌月 15日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 

 

第 11条（解除の効力が生ずる日） 

WAN モジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、契約者が当該通知

において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。 

 

第 12条（料金） 

契約者が、WAN モジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、WAN モジュールの申込過程において電磁的

方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の支払義務は WANモジュールの申込

を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に

係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。 

 

第 13条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結

果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対

し、契約内容の変更の提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。 

 

附則 

平成 27年 9月 24日施行 

この契約約款は、平成 27年 9月 24日から実施します。 

 

平成 27年 12月 17日変更 

この契約約款は、平成 27年 12月 17日から実施します。 

 

平成 29年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 29年 3月 30日から実施します。 

 

平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 
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平成 30年 8月 23日変更 

この契約約款は、平成 30年 8月 23日から実施します。 

 

令和 2年 3月 27日変更 

この契約約款は、令和 2年 3月 27日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 

 

別紙 1 WANモジュールにおける品質保証 [第 9条・第 10 条関係] 

障害通知 

(1) 保証基準 

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30分以内に契約者の指定する障

害情報通知先に障害の通知を行うこと。 

 

(2) 品質保証違背時の減額 

月額基本料金の 30分の 1を減額するものとする。 
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個別規程 WANアクセス 

令和 8年 2月 1日現在 

第 1条（定義） 

WAN アクセスとは、WANモジュールにおいて利用するサービスアダプタ及び NTT東日本株式会社(以下、本約款

において「NTT東日本」といいます。)及び NTT西日本株式会社(以下、本約款において「NTT西日本」といいま

す。NTT東日本及び NTT西日本の両社を併せて「NTT」といいます。)が提供するフレッツ回線(端末設備を含み

ます。)又は当社が定める仕様のモバイル回線及びその利用に必要な移動無線機器（SIMカードを含みます。サ

ービスアダプタ、端末設備、移動無線機器その他当社が貸与機器として指定するものを併せて「貸与機器」と

いいます。以下この個別規程において同じとします。）を提供するサービスをいいます。 

 

第 2条（品目） 

WAN アクセスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。  

品目 内容 

WE-1 サービスアダプタに当社が提供する機器 SA-W1又は SA-W2を用いる WANアクセス 

WE-2 
サービスアダプタに当社が提供する機器 BPV4 を用いる WAN アクセスであって、最

低利用期間を 1年とするもの 

WE-3 
サービスアダプタに当社が提供する機器 BPV4 を用いる WAN アクセスであって、最

低利用期間を 3年とするもの 

 

第 3条（回線品目） 

品目を WE-1 とする WAN アクセスには、次の回線品目(以下この個別規程において「回線品目」といいます。)

があります。  

回線品目区

分 
回線品目 内容 

Ⅰ 

ベストエフォー

ト：ハイグレード 
NTTが提供するフレッツ・光ネクスト ビジネスタイプを利用するもの 

ベストエフォー

ト：ハイグレード

（3年プラン） 

「ベストエフォート：ハイグレード」と同一内容のものであって、最低利用期

間を 3年とするもの 

ベストエフォー

ト：スタンダード 

次のいずれかのフレッツ回線を利用するもの 

NTT東日本 NTT西日本 

フレッツ・光ネクスト ファミリー 

ギガラインタイプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリー スー

パーハイスピードタイプ 隼 

フレッツ・光ネクスト ファミリー 

ハイスピードタイプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリー ハイ

スピードタイプ 
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フレッツ・光ネクスト ファミリータ

イプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリータイ

プ 

フレッツ・光ネクスト マンション 

ギガラインタイプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンション スー

パーハイスピードタイプ 隼 光配線方

式 

フレッツ・光ネクスト マンション 

ハイスピードタイプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンション ハイ

スピードタイプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタ

イプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタイ

プ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタ

イプ VDSL方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタイ

プ VDSL方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタ

イプ LAN方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタイ

プ LAN方式 

ベストエフォー

ト：スタンダード

（3年プラン） 

「ベストエフォート：スタンダード」と同一内容のものであって、最低利用期

間を 3年とするもの 

Ⅱ 

モバイル：タイプ D 

株式会社 NTT ドコモ（以下、この個別規程において「ドコモ」とします。）が

提供する SC-FDMA方式、OFDMA方式又は DS-CDMA方式による伝送交換設備を用

いた移動無線通信に係る通信網を当社が貸与する移動無線機器を用いて利用

するもの 

モバイル：タイプ K 

KDDI株式会社（以下、この個別規程において「KDDI」とします。）が提供する

SC-FDMA方式又は OFDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る

通信網を当社が貸与する移動無線機器を用いて利用するもの 

 

Ⅲ 

閉域 
契約者が別途当社と契約することにより利用している IIJ 広域ネットワーク

サービスにおいて提供する電気通信回線を利用するもの 

提供回線なし 

契約者が別途当社と契約することにより利用している IIJ 回線マネージメン

ト/F サービスにおいて提供するフレッツ回線若しくは IIJ FiberAccess/U サ

ービスにおいて提供する光回線又は契約者が NTT と契約していることにより

利用しているフレッツ回線（別途当社が指定するものとします。）を利用する

ものであって、インターネット接続のためのアカウントの提供があるもの 

提供回線なし(接

続アカウントな

し) 

別途当社が指定する回線を利用するものであって、インターネット接続のため

のアカウントの提供がないもの 

 回線持込 
別途当社が指定する回線を利用するものであって、インターネット接続のため

のアカウントの提供があるもの 

2 品目を WE-2とする WANアクセスには、次の回線品目があります。  
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回線品目区

分 
回線品目 内容 

Ⅰ 

ベストエフォー

ト：ハイグレード 
NTTが提供するフレッツ・光ネクスト ビジネスタイプを利用するもの 

ベストエフォー

ト：スタンダード 

次のいずれかのフレッツ回線を利用するもの 

NTT東日本 NTT西日本 

フレッツ・光ネクスト ファミリー 

ギガラインタイプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリー スー

パーハイスピードタイプ 隼 

フレッツ・光ネクスト ファミリー 

ハイスピードタイプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリー ハイ

スピードタイプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリータ

イプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリータイ

プ 

フレッツ・光ネクスト マンション 

ギガラインタイプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンション スー

パーハイスピードタイプ 隼 光配線方

式 

フレッツ・光ネクスト マンション 

ハイスピードタイプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンション ハイ

スピードタイプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタ

イプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタイ

プ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタ

イプ VDSL方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタイ

プ VDSL方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタ

イプ LAN方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタイ

プ LAN方式 

Ⅲ 

閉域 
契約者が別途当社と契約することにより利用している IIJ 広域ネットワーク

サービスにおいて提供する電気通信回線を利用するもの 

提供回線なし 

契約者が別途当社と契約することにより利用している IIJ 回線マネージメン

ト/F サービスにおいて提供するフレッツ回線若しくは IIJ FiberAccess/U サ

ービスにおいて提供する光回線又は契約者が NTT と契約していることにより

利用しているフレッツ回線（別途当社が指定するものとします。）を利用する

ものであって、インターネット接続のためのアカウントの提供があるもの 

提供回線なし(接

続アカウントな

し) 

別途当社が指定する回線を利用するものであって、インターネット接続のため

のアカウントの提供がないもの 

 回線持込 
別途当社が指定する回線を利用するものであって、インターネット接続のため

のアカウントの提供があるもの 

3 品目を WE-3とする WANアクセスには、次の回線品目があります。  
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回線品目区

分 
回線品目 内容 

Ⅰ 

ベストエフォー

ト：ハイグレード

（3年プラン） 

NTTが提供するフレッツ・光ネクスト ビジネスタイプを利用するもの 

ベストエフォー

ト：スタンダード

（3年プラン） 

次のいずれかのフレッツ回線を利用するもの 

NTT東日本 NTT西日本 

フレッツ・光ネクスト ファミリー 

ギガラインタイプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリー スー

パーハイスピードタイプ 隼 

フレッツ・光ネクスト ファミリー 

ハイスピードタイプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリー ハイ

スピードタイプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリータ

イプ 

フレッツ・光ネクスト ファミリータイ

プ 

フレッツ・光ネクスト マンション 

ギガラインタイプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンション スー

パーハイスピードタイプ 隼 光配線方

式 

フレッツ・光ネクスト マンション 

ハイスピードタイプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンション ハイ

スピードタイプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタ

イプ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタイ

プ 光配線方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタ

イプ VDSL方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタイ

プ VDSL方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタ

イプ LAN方式 

フレッツ・光ネクスト マンションタイ

プ LAN方式 

Ⅲ 

閉域 
契約者が別途当社と契約することにより利用している IIJ 広域ネットワーク

サービスにおいて提供する電気通信回線を利用するもの 

提供回線なし 

契約者が別途当社と契約することにより利用している IIJ 回線マネージメン

ト/F サービスにおいて提供するフレッツ回線若しくは IIJ FiberAccess/U サ

ービスにおいて提供する光回線又は契約者が NTT と契約していることにより

利用しているフレッツ回線（別途当社が指定するものとします。）を利用する

ものであって、インターネット接続のためのアカウントの提供があるもの 

提供回線なし(接

続アカウントな

し) 

別途当社が指定する回線を利用するものであって、インターネット接続のため

のアカウントの提供がないもの 

回線持込 
別途当社が指定する回線を利用するものであって、インターネット接続のため

のアカウントの提供があるもの 
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第 4条（最低利用期間） 

品目を WE-1とする WANアクセスに係る IIJ Omnibus契約(以下「WANアクセス契約」といいます。)における最

低利用期間は 1ヶ月とし、その起算日は課金開始日とします。 ただし、回線品目を「ベストエフォート：ハイ

グレード（3年プラン）」及び「ベストエフォート：スタンダード（3年プラン）」とする当該 WANアクセス契約

における最低利用期間は 3年とし、その起算日は課金開始日とします。 

2 品目を WE-2 とする WANアクセス契約における最低利用期間は 1年とし、その起算日は課金開始日とします。 

3 品目を WE-3 とする WANアクセス契約における最低利用期間は 3年とし、その起算日は課金開始日とします。 

 

第 5条（契約の単位） 

当社は、WANアクセスの場合にあっては、一の品目毎に一の WANアクセス契約を締結します。 

 

第 6条（IPアドレスの特定） 

WAN アクセスにおいて使用できる IPアドレスは、当社が行う貸与機器の設定に従うものとします。 

 

第 7条（利用資格） 

WAN アクセスを利用するには、当社が提供する WANモジュールの契約者である必要があります。 

2 品目を WP-2 とする WAN モジュールに係る WAN アクセスにあっては、品目を WP-2 とする一の WAN モジュー

ル契約に対し、二の WANアクセス又は一の WANアクセス及び一のモバイルバックアップオプションの利用の申

込を行うことが必要です。 

3 帯域品目を「閉域」とする WANアクセスを利用するには、IIJ広域ネットワークサービスの契約者である必

要があります。 

4 ベストエフォート回線拡張保守オプションを利用するには、以下の各号に掲げる全ての事項を満たす必要

があります。 

(1) 回線品目区分をⅠとする WANアクセスの契約者であること 

(2) WAN アクセスの利用の申込と同時に、ベストエフォート回線拡張保守オプションの利用の申込みを行

うこと 

 

第 8条（利用条件） 

契約者は WANアクセスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。 

(1) 貸与機器を稼働することができる電源及び場所の確保 

(2) 契約者の宅内環境により別途工事が必要な場合にあっては、当該工事の実施（回線品目区分をⅠとす

る場合に限ります。当社経由で当該工事を発注する場合、当該工事に係る費用は当社から別途請求す

るものとします。） 

(3) 前各号の他当社が個別に指定するもの 

 

第 9条（利用の態様の制限） 

回線品目区分をⅠとする WANアクセスにおいて利用するフレッツ回線及び品目区分をⅡとする WANアクセスに
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おいて利用する移動無線機器は、当社が指定するものとします。 

2回線品目区分をⅠとする WANアクセスには、次の利用の態様の制限があります。 

(1) WANアクセスにおいて利用するフレッツ回線は、当社と NTTとが契約を締結するものとします。 

(2) 契約者は、前号のフレッツ回線について、サービスアダプタの設定に従った通信を行うこと以外の目的

及び態様で利用することはできません。 

3 回線品目区分をⅡとする WAN アクセス及びモバイルバックアップオプションには、次の利用の態様の制限

があります。 

(1) ドコモ又は KDDI の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく

悪化した場合若しくはその他ドコモ又は KDDI の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない

場合や接続中の通信が切断される場合があります。 

(2) 契約者は、回線品目区分を II とする WAN アクセス及びモバイルバックアップオプションについて、サ

ービスアダプタの設定に従った通信を行うこと以外の目的及び態様で利用することはできません。 

 

第 10条（機器の管理） 

契約者は、貸与機器について次の事項を遵守するものとします。 

(1) 貸与機器を当社が定めた用途以外に使用しないこと 

(2) 貸与機器を日本国外に持ち出さないこと 

(3) 貸与機器を譲渡又は担保に供さないこと 

(4) 貸与機器を当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させないこと 

(5) 貸与機器の設定を引渡し時の状態から変更しないこと 

(6) 貸与機器を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の状態から変更しないこと 

(7) 貸与機器に添付され又は貸与機器の一部を構成するプログラム（以下「プログラム」といいます。）に関

し、有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者

に使用させないこと 

(8) 前号のプログラムの全部又は一部を複製、改変、その他貸与機器のソフトウェアに関する著作権その他

の知的財産権を侵害する行為をしないこと 

(9) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること 

2 WANアクセスが事由の如何を問わず終了した場合、その他貸与機器を利用しなくなった場合には、契約者は、

当該契約の終了日から 30 日以内に貸与機器を当社に返還するものとします。なお、端末設備の返還方法は、

「回収キットによる郵送」と「回線撤去工事による回収（回線撤去工事の際に工事担当者が端末設備を回収し

ます。回線撤去工事には、別途当社が指定する回線撤去工事費用が発生します。）」があり、回線品目区分をⅠ

とする WANアクセスの契約者は、契約終了時にいずれかを指定するものとします。かかる指定が行われない場

合、回線撤去工事及びこれに伴う端末設備の回収は行われません。 

 

第 11条（故障が生じた場合の措置等） 

契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知する

ものとします。 

2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、貸与機器の修理又は交
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換を行うものとします。この場合において、かかる修理又は交換にあたり、貸与機器の設置場所へ車両以外の

交通手段が必要となる場合は、交通費等の実費を当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契

約者は、当社に対して当該実費を支払うものとします。 

3 第 1 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたとき、又は前項の調査の結果貸与機器に故障がな

いことが明らかとなったときは、保守手数料として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、

契約者は、当社に対し保守手数料を支払うものとします。 

 

第 12条（亡失品に関する措置） 

契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 

2 前項の通知があったときは、当社は代替機の送付を行います。 

3 当社は、亡失品（第 10 条（機器の管理）第 2 項に定める返還がなかった場合の当該貸与機器を含みます。）

の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に

請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。 

4 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。 

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使用す

ることについて一切の責任及び義務は負わないものとします。  

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとし

ます。  

(3) 亡失品についても、契約者は、第 10 条（機器の管理）第 2 項各号に定める事項の遵守義務を免れるも

のではありません。 

 

第 13条（オプションサービス） 

当社は、電磁的方法により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。 

2 品目を WE-1とする WANアクセスには、次のオプションサービスがあります。 

(1) モバイルバックアップオプション 

当社が貸与する移動無線機器を用いて、品目を WP-2 とする WAN モジュールに係る WAN アクセスの冗長

化を図るもの。モバイルバックアップオプションには、モバイル：タイプ D、モバイル：タイプ K、提供

回線なしの品目があります。 

(2) ベストエフォート回線拡張保守オプション 

回線品目区分をⅠとする WAN アクセスの契約者に対し、24 時間の態様によりフレッツ回線の NTT による現

地保守作業を可能とする保守窓口機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するも

の 

3 モバイルバックアップオプションの利用における最低利用期間は 1ヶ月、ベストエフォート回線拡張保守オ

プションの利用における最低利用期間はベストエフォート回線拡張保守オプションに対応する WANアクセスと

同一とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。 

4 契約者が電磁的方法でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、契約者が当該通知において

解除の効力が生じる日として指定した日に、利用の停止の効力が生じるものとします。 
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第 14条（サービスの廃止） 

当社は、NTT、ドコモ又は KDDIが WANアクセスに対応するサービスの提供を終了した場合、当該サービスに該

当する WANアクセスを廃止します。 

 

第 15条（解除の効力が生ずる日） 

WAN アクセス契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、契約者が当該通知に

おいて解除の効力が生じる日として指定した日（当社が電磁的方法により最短の解除日として指定した日以降

の日とします。）に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。 

2 WAN アクセス契約に係る WANモジュール契約が解除された場合には、当該 WANアクセス契約は同日又は当社

が指定する日に解除されるものとします。 

3 ベストエフォート回線拡張保守オプションの利用の解除にあっては、ベストエフォート回線拡張保守オプシ

ョンに対応する WANアクセスと同時に解除する必要があります。 

 

第 16条（料金） 

契約者が、WAN アクセスの利用に関して支払うべき初期費用及び月額費用の額は、WAN アクセスの申込過程に

おいて電磁的方法により契約者に示される金額とします。ただし、品目区分をⅠとする回線のうち当社が別途

定める回線の工事時間について契約者が時間を指定する場合及び第 8条（利用条件）第 1項第 2号に定める工

事を当社経由で発注する場合に発生する当該工事費用の額は、別途当社から契約者に示される金額とします。

この場合において、初期費用の支払義務は WANアクセスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務

は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点

で、それぞれ発生するものとします。 

 

第 17条（最低利用期間内解除調定） 

WAN アクセスがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 30 条（契約者の解除）第 2 項

又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、最低利用期間の残余の期間に対応

する月額費用を支払うものとします。ただし、当社が指定するものを除きます。 

 

第 18条（機能の制限） 

次に定める WANアクセスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、当社は、当該 WANアクセスの契約者に

事前に通知することなく WAN アクセスの通信量、通信速度等を制限する場合があり、当該 WANアクセスの契約

者はあらかじめこれに同意するものとします。 

(1) 品目を WE-1とする WANアクセス 

(2) モバイルバックアップオプションの利用に係る WANアクセス 

 

第 19条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結

果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対
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し、他の回線品目への切り替えの提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとしま

す。 

 

附則 

平成 27年 9月 24日施行 

この契約約款は、平成 27年 9月 24日から実施します。 

 

平成 27年 11月 10日変更 

この契約約款は、平成 27年 11月 10日から実施します。 

 

平成 27年 12月 17日変更 

この契約約款は、平成 27年 12月 17日から実施します。 

 

平成 28年 1月 22日変更 

この契約約款は、平成 28年 1月 22日から実施します。 

 

平成 28年 5月 26日変更 

この契約約款は、平成 28年 5月 26日から実施します。 

 

平成 28年 7月 8日変更 

この契約約款は、平成 28年 7月 8日から実施します。 

 

平成 28年 10月 27日変更 

この契約約款は、平成 28年 10月 27日から実施します。 

 

平成 29年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 29年 3月 30日から実施します。 

 

平成 29年 7月 19日変更 

この契約約款は、平成 29年 7月 19日から実施します。 

 

令和元年 12月 20日変更 

この契約約款は、令和元年 12月 20日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 

 

令和 7年 7月 1日変更 
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この契約約款は、令和 7年 7月 1日から実施します。 

 

令和 8年 1月 1日変更 

この契約約款は、令和 8年 1月 1日から実施します。 

 

令和 8年 2月 1日変更 

この契約約款は、令和 8年 2月 1日から実施します。 
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個別規程 VPNモジュール 

令和 6年 8月 1日現在 

第 1条（定義） 

VPN モジュールとは、契約者の VPN（仮想閉域網）と Network Processing Systemを相互接続するための機能

を提供する、当社が定める仕様に基づくモジュールをいいます。 

 

第 2条（品目） 

VPN モジュールには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。  

品目 内容 

VP-1 IPsecによる VPN機能および BGPによる経路交換機能を提供する VPNモジュール 

VP-2 
IPsec による VPN 機能および BGP による経路交換機能を提供する VPN モジュールで

あって、二までの Network Processing Systemにおいて冗長化を図るもの 

 

第 3条（帯域品目） 

VPN モジュールには、次の帯域品目(以下この個別規程において「帯域品目」といいます。)があります。 

帯域品目 内容 

ベストエフォート 契約者が利用可能な帯域の値を指定できないもの 

帯域確保 契約者が指定する帯域が利用可能となる設定を当社が行うもの 

 

第 4条（最低利用期間） 

VPN モジュールに係る IIJ Omnibus 契約(以下「VPN モジュール契約」といいます。)における最低利用期間は

ありません。  

 

第 5条（契約の単位） 

当社は、VPNモジュールの場合にあっては、一の品目毎に一の VPNモジュール契約を締結します。 

 

第 6条（IPアドレスの特定） 

VPN モジュールにおいて使用できる IPアドレスは、IPv4アドレス及び IPv6アドレスとします。 

2 契約者が VPNモジュールにおいて使用する IPアドレス（プライベート IPアドレスを除きます。）は、当社

が指定します。 

3 契約者は、前項の IPアドレス以外の IP アドレスを使用して VPNモジュールを利用することはできません。 

 

第 7条（利用資格） 

VPNモジュールを利用するには、当社が提供する Network Processing Systemの契約者である必要があります。 

第 8条（契約内容の変更） 

契約者は、次の事項について、VPNモジュール契約の内容の変更を請求することができるものとします。  
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(1) 品目（変更前の品目を VP-1とする場合に限ります。） 

(2) 帯域品目 

(3) 接続帯域（帯域品目を帯域確保とする場合に限ります。） 

(4) 前 3号に定める事項のほか、当社が指定する事項 

 

第 9条（品質保証） 

VPN モジュールにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1 の定めによる

ものとします。  

(1) 障害通知 

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に

対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。  

 

第 10条（料金の減額） 

VPN モジュールにおいて前条（品質保証）に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、別紙 1 に定める

ところにより VPNモジュールの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が、当該品質保証の違背が発

生した月の翌月 15日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 

 

第 11条（解除の効力が生ずる日） 

VPN モジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、契約者が当該通知

において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。 

 

第 12条（料金） 

契約者が、VPN モジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、VPN モジュールの申込過程において電磁的

方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の支払義務は VPNモジュールの申込

を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に

係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。  

 

第 13条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結

果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対

し、契約内容の変更の提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。 

 

附則 

平成 27年 9月 24日施行 

この契約約款は、平成 27年 9月 24日から実施します。 

 

平成 27年 12月 17日変更 

この契約約款は、平成 27年 12月 17日から実施します。 



 

54 

 

 

 

平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 

 

令和 2年 3月 27日変更 

この契約約款は、令和 2年 3月 27日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 

 

別紙 1 VPNモジュールにおける品質保証 [第 9条・第 10 条関係] 

障害通知 

(1) 保証基準 

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害情

報通知先に障害の通知を行うこと。 

(2) 品質保証違背時の減額 

月額基本料金の 30分の 1を減額するものとする。 
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個別規程 クラウドエクスチェンジモジュール 

令和 6年 8月 1日現在 

第 1条（定義） 

クラウドエクスチェンジモジュールとは、IIJ Omnibus により構成されたネットワーク以外のネットワークと

Network Processing System を相互接続するための機能を提供する、当社が定める仕様に基づくモジュールを

いいます。 

 

第 2条（品目） 

クラウドエクスチェンジモジュールには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があり

ます。  

品目 内容 

CX-1 

当社が提供する IIJ プライベートバックボーンサービスと Network Processing 

System を相互接続するための機能を提供するモジュール。なお、契約者が利用可能

な帯域の値を指定可能である。 

CX-2 

当社が提供する IIJプライベートバックボーンサービスと二の Network Processing 

System を相互接続するための機能を提供するモジュールであって、冗長化を図るも

の。なお、契約者が利用可能な帯域の値を指定可能である。 

ベーシック：シングル 

当社が提供する IIJ プライベートバックボーンサービスと Network Processing 

System を相互接続するための機能を提供するモジュール。なお、契約者が利用可能

な帯域の値を指定できない。 

ベーシック：デュアル 

当社が提供する IIJプライベートバックボーンサービスと二の Network Processing 

System を相互接続するための機能を提供するモジュール。なお、契約者が利用可能

な帯域の値を指定できない。 

 

第 3条（最低利用期間） 

クラウドエクスチェンジモジュールに係る IIJ Omnibus契約(以下「クラウドエクスチェンジモジュール契約」

といいます。)における最低利用期間はありません。  

 

第 4条（契約の単位） 

当社は、クラウドエクスチェンジモジュールの場合にあっては、一の品目毎に一のクラウドエクスチェンジモ

ジュール契約を締結します。 

 

第 5条（IPアドレスの特定） 

クラウドエクスチェンジモジュールにおいて使用できる IPアドレスは、IPv4アドレスとします。 

2 契約者がクラウドエクスチェンジモジュールにおいて使用する IPアドレスは、当社が指定します。 

3 契約者は、前項の IPアドレス以外の IPアドレスを使用してクラウドエクスチェンジモジュールを利用する
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ことはできません。 

 

第 6条（利用資格） 

クラウドエクスチェンジモジュールを利用するには、当社が提供する Network Processing Systemの契約者で

ある必要があります。なお、品目を CX-2 とするクラウドエクスチェンジモジュールを利用するには、二の

Network Processing Systemの契約者である必要があります。 

2 クラウドエクスチェンジモジュールの利用可能数の上限は、1の NPSグループあたり 1とします。 

 

第 7条（契約内容の変更） 

契約者は、次の事項について、クラウドエクスチェンジモジュール契約の内容の変更を請求することができる

ものとします。  

(1) 品目（CX-1 から CX-2、ベーシック：シングル又はベーシック：デュアル、CX-2 からベーシック：デュ

アル、ベーシック：シングルからベーシック：デュアルへの変更に限ります。） 

(2) 接続帯域（品目を CX-1又は CX-2とする場合に限ります。） 

(3) 前 2号に定める事項のほか、当社が指定する事項 

 

第 8条（品質保証） 

クラウドエクスチェンジモジュールにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は

別紙 1の定めによるものとします。  

(1) 障害通知 

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に

対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。  

 

第 9条（料金の減額） 

品目を CX-1又は CX-2とするクラウドエクスチェンジモジュールにおいて前条（品質保証）に定める品質保証

の違背が発生した場合、当社は、別紙 1に定めるところによりクラウドエクスチェンジモジュールの料金の減

額を行うものとします。ただし、契約者が、当該品質保証の違背が発生した月の翌月 15 日までに当該請求を

しなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 

 

第 10条（解除の効力が生ずる日） 

クラウドエクスチェンジモジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、

契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じるものと

します。 

 

第 11条（料金） 

契約者が、クラウドエクスチェンジモジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、クラウドエクスチェン

ジモジュールの申込過程において電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期

費用の支払義務はクラウドエクスチェンジモジュールの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は
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課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、

それぞれ発生するものとします。  

 

第 12条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結

果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対

し、契約内容の変更の提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。 

 

附則 

平成 27年 9月 24日施行 

この契約約款は、平成 27年 9月 24日から実施します。 

 

平成 27年 12月 17日変更 

この契約約款は、平成 27年 12月 17日から変更します。 

 

平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 

 

平成 30年 11月 1日変更 

この契約約款は、平成 30年 11月 1日から実施します。 

 

平成 31年 2月 7日変更 

この契約約款は、平成 31年 2月 7日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 

 

 

別紙 1 クラウドエクスチェンジモジュールにおける品質保証 [第 8条・第 9条関係] 

障害通知 

(1) 保証基準 

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害

情報通知先に障害の通知を行うこと。 

 

(2) 品質保証違背時の減額 

月額基本料金の 30分の 1を減額するものとする。 
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個別規程 リモートアクセスモジュール 

令和 6年 8月 1日現在 

第 1条（定義） 

リモートアクセスモジュールとは、Network Processing Systemへのリモートアクセス機能を提供する、当社

が定める仕様に基づくモジュールをいいます。 

 

第 2条（品目） 

リモートアクセスモジュールには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。  

品目 内容 

RA-1 
L2TP/IPsec によるリモートアクセス機能のみを提供するリモートアクセスモジュ

ールであって、契約アカウント数を 64 とするもの 

 

第 3条（最低利用期間） 

リモートアクセスモジュールに係る IIJ Omnibus契約(以下「リモートアクセスモジュール契約」といいます。)

における最低利用期間はありません。  

 

第 4条（契約の単位） 

当社は、リモートアクセスモジュールの場合にあっては、一の品目毎に一のリモートアクセスモジュール契約

を締結します。 

 

第 5条（IPアドレスの特定） 

リモートアクセスモジュールにおいて使用できる IPアドレスは、IPv4アドレスとします。 

2 契約者がリモートアクセスモジュールにおいて使用する IP アドレス（プライベート IP アドレスを除きま

す。）は、当社が指定します。 

3 契約者は、前項の IPアドレス以外の IPアドレスを使用しリモートアクセスモジュールを利用することはで

きません。 

 

第 6条（利用資格） 

リモートアクセスモジュールを利用するには、当社が提供する Network Processing Systemの契約者である必

要があります。 

2 リモートアクセスモジュールの利用可能数の上限は、一の Network Processing Systemあたり 1とします。 

 

第 7条（品質保証） 

リモートアクセスモジュールにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1

の定めによるものとします。  

(1) 障害通知 
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2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に

対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。  

 

第 8条（解除の効力が生ずる日） 

リモートアクセスモジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、契約

者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じるものとしま

す。 

 

第 9条（料金） 

契約者が、リモートアクセスモジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、リモートアクセスモジュール

の申込過程において電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の支払義

務はリモートアクセスモジュールの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時

費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生する

ものとします。  

 

第 10条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結果、

帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対し、他

の当社サービスへの切り替えの提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。 

 

附則 

平成 27年 9月 24日施行 

この契約約款は、平成 27年 9月 24日から実施します。 

 

平成 30年 1月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 1月 30日から実施します。 

 

平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 

 

平成 31年 2月 7日変更 

この契約約款は、平成 31年 2月 7日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 

 

別紙 1 リモートアクセスモジュールにおける品質保証 [第 7条関係] 

障害通知 
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(1) 保証基準 

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害情

報通知先に障害の通知を行うこと。 

個別規程 コネクタモジュール 

令和 6年 8月 1日現在 

第 1条（定義） 

コネクタモジュールとは、Network Processing Systemと当社が指定するサービスとを接続する機能を提供す

る、当社が定める仕様に基づくモジュールをいいます。 

 

第 2条（品目） 

コネクタモジュールには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。  

品目 内容 

CN-1 
接続帯域として 100M又は 500Mを、及び、提供形態としてユニット提供又は構内接

続を選択することができるコネクタモジュール 

備考  

提供形態をユニット提供とするコネクタモジュールにおいて利用可能なユニット数の上限は 10とします。 

 

第 3条（最低利用期間） 

コネクタモジュールに係る IIJ Omnibus契約(以下「コネクタモジュール契約」といいます。)における最低利

用期間はありません。  

 

第 4条（契約の単位） 

当社は、コネクタモジュールの場合にあっては、一の品目毎に一のコネクタモジュール契約を締結します。 

 

第 5条（IPアドレスの特定） 

コネクタモジュールにおいて使用できる IPアドレスは、IPv4アドレスとします。 

2 契約者がコネクタモジュールにおいて使用する IPアドレスは、当社が指定します。 

3 契約者は、前項の IPアドレス以外の IPアドレスを使用してコネクタモジュールを利用することはできませ

ん。 

 

第 6条（利用資格） 

コネクタモジュールを利用するには、当社が提供する Network Processing System の契約者である必要があり

ます。 

2 提供形態をユニット提供とするコネクタモジュールを利用するには、当社が指定する当社サービス（本約

款以外に当社が定める契約約款又は規約に基づき提供するサービスを含みます。）の契約者である必要があり

ます。 
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3 提供形態を構内接続とするコネクタモジュールを利用するには、当社が指定するデータセンターを利用し

た IIJデータセンターサービスの契約者である必要があります。 

第 7条（契約内容の変更） 

契約者は、次の事項について、コネクタモジュール契約の内容の変更を請求することができるものとします。  

(1) 接続帯域 

(2) 前号に定める事項のほか、当社が指定する事項 

 

第 8条（品質保証） 

コネクタモジュールにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1の定めに

よるものとします。  

(1) 障害通知 

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に

対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。  

 

第 9条（料金の減額） 

コネクタモジュールにおいて前条（品質保証）に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、別紙 1に定

めるところにより、コネクタモジュールの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が、当該品質保証

の違背が発生した月の翌月 15日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 

 

第 10条（解除の効力が生ずる日） 

コネクタモジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、契約者が当該

通知において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。 

 

第 11条（料金） 

契約者が、コネクタモジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、コネクタモジュールの申込過程におい

て電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の支払義務はコネクタモジ

ュールの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時

費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。  

 

第 12条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結

果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対

し、契約内容の変更の提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。 

 

附則 

平成 27年 12月 17日施行 

この契約約款は、平成 27年 12月 17日から実施します。 
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平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 

 

 

別紙 1 コネクタモジュールにおける品質保証 [第 8条・第 9条関係] 

障害通知 

(1) 保証基準 

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害情

報通知先に障害の通知を行うこと。 

 

(2) 品質保証違背時の減額 

月額基本料金の 30分の 1を減額するものとする。 
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個別規程 IIJセキュア Webゲートウェイ連携モジュール 

令和 6年 8月 1日現在 

第 1条（定義） 

IIJ セキュア Webゲートウェイ連携モジュールとは、Network Processing Systemを経由して当社が IIJイン

ターネットサービス契約約款に基づき提供する IIJ セキュア Web ゲートウェイサービス（以下「IIJ セキュア

Web ゲートウェイサービス」といいます。）を利用することができる、当社が定める仕様に基づくモジュールを

いいます。 

 

第 2条（品目） 

IIJ セキュア Web ゲートウェイ連携モジュールには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいま

す。)があります。  

品目 内容 

SW-1 

 

Network Processing System を経由して IIJセキュア Webゲートウェイサービスを

利用するための機能を提供するモジュール 

 

第 3条（最低利用期間） 

IIJ セキュア Webゲートウェイ連携モジュールに係る IIJ Omnibus契約(以下「IIJセキュア Webゲートウェイ

連携モジュール契約」といいます。)における最低利用期間はありません。  

 

第 4条（契約の単位） 

当社は、IIJセキュア Webゲートウェイ連携モジュールの場合にあっては、一の品目毎に一の IIJセキュア Web

ゲートウェイ連携モジュール契約を締結します。 

 

第 5条（IPアドレスの特定） 

IIJ セキュア Webゲートウェイ連携モジュールにおいて使用できる IPアドレスは、IPv4アドレスとします。 

2 契約者が IIJ セキュア Web ゲートウェイ連携モジュールにおいて使用する IP アドレス（プライベート IP ア

ドレスを除きます。）は、当社が指定します。 

3 契約者は、前項の IPアドレス以外の IPアドレスを使用して IIJセキュア Webゲートウェイ連携モジュール

を利用することはできません。 

 

第 6条（利用資格） 

IIJ セキュア Webゲートウェイ連携モジュールを利用するには、当社が提供する Network Processing System

の契約者である必要があります。 
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第 7条（品質保証） 

IIJ セキュア Web ゲートウェイ連携モジュールにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その

保証基準は別紙 1の定めによるものとします。  

(1) 障害通知 

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に

対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。  

 

第 8条（料金の減額） 

IIJ セキュア Web ゲートウェイ連携モジュールにおいて前条（品質保証）に定める品質保証の違背が発生した

場合、当社は、別紙 1 に定めるところにより、IIJ セキュア Web ゲートウェイ連携モジュールの料金の減額を

行うものとします。ただし、契約者が、当該品質保証の違背が発生した月の翌月 15 日までに当該請求をしな

かったときは、契約者はその権利を失うものとします。 

 

第 9条（解除の効力が生ずる日） 

IIJ セキュア Web ゲートウェイ連携モジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知

をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が

生じるものとします。 

 

第 10条（料金） 

契約者が、IIJ セキュア Web ゲートウェイ連携モジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、IIJ セキュ

ア Webゲートウェイ連携モジュールの申込過程において電磁的方法により契約者に示される金額とします。こ

の場合において、初期費用の支払義務は IIJセキュア Webゲートウェイ連携モジュールの申込を当社が承諾し

た時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変

更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。  

 

第 11条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結果、

帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対し、他

の当社サービスへの切り替えの提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。 

 

附則 

平成 28年 6月 23日施行 

この契約約款は、平成 28年 6月 23日から実施します。  

 

平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 
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この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 

 

 

別紙 1 IIJセキュア Webゲートウェイ連携モジュールにおける品質保証 [第 7条・第 8条関係] 

障害通知 

(1) 保証基準 

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害情

報通知先に障害の通知を行うこと。 

 

(2) 品質保証違背時の減額 

月額基本料金の 30分の 1を減額するものとする。 
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個別規程 SD-LANモジュール 

平成 30年 3月 30日現在 

第 1条（定義） 

SD-LAN モジュールとは、当社の提供する SD サービスアダプタと連携し、アカウント・端末認証機能を用いて

契約者の LANを管理する機能を提供する、当社が定める仕様に基づくモジュールをいいます。 

 

第 2条（品目） 

SD-LANモジュールには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。  

品目 内容 

SDL-1 
Network Processing Systemにアカウント・端末認証機能を具備した LAN管理機能

を提供するモジュール 

 

第 3条（最低利用期間） 

SD-LAN モジュールに係る IIJ Omnibus 契約(以下「SD-LAN モジュール契約」といいます。)における最低利用

期間は 1ヶ月とし、その起算日は課金開始日とします。 

  

第 4条（契約の単位） 

当社は、SD-LANモジュールの場合にあっては、一の品目毎に一の SD-LANモジュール契約を締結します。 

 

第 5条（IPアドレスの特定） 

SD-LANモジュールにおいて使用できる IPアドレスは、IPv4アドレスとします。 

2 契約者が SD-LAN モジュールにおいて使用する IP アドレス（プライベート IP アドレスを除きます。）は、

当社が指定します。 

3 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用して SD-LAN モジュールを利用することはできませ

ん。 

 

第 6条（利用資格） 

SD-LANモジュールを利用するには、当社が提供する Network Processing System及び品目を SA-1とする SDサ

ービスアダプタの契約者である必要があります。 

2 SD-LANモジュールの利用可能数の上限は、一の NPSグループあたり 1とします。 

 

第 7条（品質保証） 

SD-LANモジュールにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1の定めによ

るものとします。  

(1) 障害通知 

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に
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対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。 

  

第 8条（料金の減額） 

SD-LANモジュールにおいて前条（品質保証）に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、別紙 1に定め

るところにより、SD-LANモジュールの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が、当該品質保証の違

背が発生した月の翌月 15日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 

 

第 9条（解除の効力が生ずる日） 

SD-LANモジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、契約者が当該通

知において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。 

2 SD-LAN モジュール契約の解除にあっては、SD-LAN モジュール契約に対応する SD サービスアダプタの利用

に関する契約が既に解除されている又は当該契約と同時に解除する必要があります。 

 

第 10条（料金） 

契約者が、SD-LAN モジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、SD-LAN モジュールの申込過程において

電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の支払義務は SD-LAN モジュ

ールの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費

用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。  

 

附則 

平成 28年 10月 27日施行 

この契約約款は、平成 28年 10月 27日から実施します。 

平成 30年 3月 30日変更 

この契約約款は、平成 30年 3月 30日から実施します。 

 

別紙 1 SD-LANモジュールにおける品質保証 [第 7条・第 8条関係] 

障害通知 

(1) 保証基準 

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害情

報通知先に障害の通知を行うこと。 

 

(2) 品質保証違背時の減額 

月額基本料金の 30分の 1を減額するものとする。 
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個別規程 SDサービスアダプタ 

平成 28年 10月 27日現在 

第 1条（定義） 

SDサービスアダプタとは、無線LANアクセスポイント機能を利用するために必要なサービスアダプタを提供す

る、当社が定める仕様に基づくサービスをいいます。 

 

第 2条（品目） 

SDサービスアダプタには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。 

品目 内容 

SA-1 SD-LANモジュールによって管理されるサービスアダプタを提供するもの 

SA-2 SD-LANモジュールによる管理機能を利用しないサービスアダプタを提供するもの 

 

第 3条（最低利用期間） 

SDサービスアダプタに係るIIJ Omnibus契約(以下「SDサービスアダプタ契約」といいます。)における最低利

用期間は1ヶ月とし、その起算日は課金開始日とします。 

 

第 4条 (契約の単位) 

当社は、SDサービスアダプタの場合にあっては、一の品目毎に一のSDサービスアダプタ契約を締結します。 

 

第 5条 (IPアドレスの特定) 

SDサービスアダプタにおいて使用できるIPアドレスは、当社が行うサービスアダプタの設定に従うものと 

します。 

 

第 6条 (利用資格) 

SDサービスアダプタを利用するには、当社が提供するWANアクセスの契約者である必要があります。 

2 品目をSA-1とするSDサービスアダプタを利用するには、当社が提供するSD-LANモジュールの契約者である 

必要があります。 

3 SDサービスアダプタの利用可能数は、当社が提供するWANアクセスの利用態様に応じた上限があるものと 

します。 

 

第 7条 (利用条件) 

契約者はSDサービスアダプタを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。 

(1) サービスアダプタを稼働することができる電源及び場所の確保 

(2) 前号の他当社が個別に指定するもの 
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第 8条 (機器の管理) 

契約者は、サービスアダプタについて次の事項を遵守するものとします。 

(1) サービスアダプタを当社が定めた用途以外に使用しないこと 

(2) サービスアダプタを日本国外に持ち出さないこと 

(3) サービスアダプタを譲渡又は担保に供さないこと 

(4) サービスアダプタを当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させないこと 

(5) サービスアダプタの設定を引渡し時の状態から変更しないこと 

(6) サービスアダプタを分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の状態から変更しないこと 

(7) サービスアダプタに添付され又は貸与機器の一部を構成するプログラム（以下「プログラム」とい 

います。）に関し、有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部の第三者への譲渡、使用権の設 

定、その他第三者に使用させないこと 

(8) 前号のプログラムの全部又は一部を複製、改変、その他貸与機器のソフトウェアに関する著作権そ 

の他の知的財産権を侵害する行為をしないこと 

(9) サービスアダプタを善良な管理者の注意をもって管理すること 

2 SDサービスアダプタが事由の如何を問わず終了した場合、その他サービスアダプタを利用しなくなった場 

合には、契約者は、当該契約の終了日から30日以内にサービスアダプタを当社に返還するものとします。 

 

第 9条 (故障が生じた場合の措置等) 

契約者は、サービスアダプタに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当 

社に通知するものとします。 

2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、サービスアダプタの 

修理又は交換を行うものとします。この場合において、かかる修理又は交換にあたり、サービスアダプタの 

設置場所へ車両以外の交通手段が必要となる場合は、交通費等の実費を当社が発行する請求書により契約者 

に請求するものとし、契約者は、当社に対して当該実費を支払うものとします。 

3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたとき、又は前項の調査の結果サービスアダプタに 

故障がないことが明らかとなったときは、保守手数料として当社が発行する請求書により契約者に請求する 

ものとし、契約者は、当社に対し保守手数料を支払うものとします。 

 

第 10条 (亡失品に関する措置) 

契約者は、サービスアダプタを亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するも 

のとします。 

2 前項の通知があったときは、当社は代替機の送付を行います。 

3 当社は、亡失品（第8条(機器の管理)第2項に定める返還がなかった場合の当該サービスアダプタを含みま 

す。）の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により 

契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。 

4 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。 

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使 

用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。 
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(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないもの 

とします。 

(3) 亡失品についても、契約者は、第8条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの 

ではありません。 

第 11条 (解除の効力が生ずる日) 

SDサービスアダプタ契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、契約者が 

当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日（当社が電磁的方法により最短の解除日として指 

定した日以降の日とします。）に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。 

2 SDサービスアダプタ契約に係るSD-LANモジュール契約が解除された場合には、当該SDサービスアダプタ契 

約は、同日又は当社が指定する日に解除されるものとします。 

 

第 12条 (料金) 

契約者が、SDサービスアダプタの利用に関して支払うべき初期費用及び月額費用の額は、SDサービスアダ 

プタの申込過程において電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の 

支払義務はSDサービスアダプタの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時 

費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生す 

るものとします。 

2 SDサービスアダプタの課金開始日は、SDサービスアダプタとSDサービスアダプタを管理するための当社設 

備との通信を確立した日とします。 

 

第 13条 (最低利用期間内解除調定) 

SDサービスアダプタがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第30条(契約者の解除) 

第2項又は第3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、最低利用期間の残余の期間 

に対応する月額費用を支払うものとします。ただし、当社が指定するものを除きます。 

 

第 14条 (保証の限定) 

SDサービスアダプタは以下の事項を保証するものではありません。 

(1) 常に利用可能であること 

(2) その他完全性及び契約者の利用目的への適合性 

2 契約者がSDサービスアダプタを利用する環境によっては、SDサービスアダプタの機能が一部利用できない 

場合があります。 

 

附則 

平成 28年 10月 27日施行 

この契約約款は、平成 28年 10月 27日から実施します。 
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個別規程 コールドスタンバイオプション 

平成 29年 3月 30日現在 

第 1条（定義） 

コールドスタンバイオプションとは、WAN アクセスにおいて提供するサービスアダプタ及び移動無線機器並び

に SD サービスアダプタにおいて提供するサービスアダプタに対し、コールドスタンバイ機を提供する、当社

が定める仕様に基づくサービスをいいます。 

 

第 2条（品目） 

コールドスタンバイオプションには、対応するサービスアダプタ又は移動無線機器（以下「コールドスタンバ

イオプション対象機器」といいます。）に応じて次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)が

あります。 

品目 コールドスタンバイオプション対象機器 

CS-1 
品目を WE-1 とする WAN アクセスにおいて提供するサービスアダプタ及び SD サービスアダプタ

において提供するサービスアダプタ 

CS-2 

品目を WE-1、回線品目区分をⅡ、回線区分を「モバイル：タイプ D」とする WANアクセス及び品

目を「モバイル：タイプ D」とするモバイルバックアップオプションに係る WANアクセスにおい

て提供する移動無線機器 

CS-3 

品目を WE-1、回線品目区分をⅡ、回線区分を「モバイル：タイプ K」とする WANアクセス及び品

目を「モバイル：タイプ K」とするモバイルバックアップオプションに係る WANアクセスにおい

て提供する移動無線機器 

CS-4 品目を WE-2又は WE-3とする WANアクセスにおいて提供するサービスアダプタ 

 

第 3条（最低利用期間） 

コールドスタンバイオプションに係る IIJ Omnibus 契約(以下「コールドスタンバイオプション契約」といい

ます。)における最低利用期間は、次のとおりとします。 

(1) 品目を CS-1、CS-2及び CS-3とするコールドスタンバイオプション契約にあっては、最低利用期間はあ

りません。 

(2) 品目を CS-4 とするコールドスタンバイオプション契約にあっては 1 年とし、その起算日は課金開始日

とします。 

 

第 4条（契約の単位） 

当社は、コールドスタンバイオプションの場合にあっては、一の品目毎に一のコールドスタンバイオプション

契約を締結します。 

 

第 5条（利用資格） 

コールドスタンバイオプションを利用するには、当社が提供する Network Processing Systemの契約者である
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必要があります。 

 

第 6条（利用条件） 

契約者はコールドスタンバイオプションを利用するにあたり、当社が個別に指定する事項を行っていただく必

要があります。 

 

第 7条（機器の管理） 

契約者は、コールドスタンバイ機について次の事項を遵守するものとします。 

(1) コールドスタンバイ機を当社が定めた用途以外に使用しないこと 

(2) コールドスタンバイオプション対象機器が稼働している状態において、コールドスタンバイ機を使用し

ないこと 

(3) コールドスタンバイ機を日本国外に持ち出さないこと 

(4) コールドスタンバイ機を譲渡又は担保に供さないこと 

(5) コールドスタンバイ機を当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させないこと 

(6) コールドスタンバイ機の設定を引渡し時の状態から変更しないこと 

(7) コールドスタンバイ機を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の状態から変更しないこと 

(8) コールドスタンバイ機に添付され又はコールドスタンバイ機の一部を構成するプログラム（以下「プロ

グラム」といいます。）に関し、有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部の第三者への譲渡、使

用権の設定、その他第三者に使用させないこと 

(9) 前号のプログラムの全部又は一部を複製、改変、その他コールドスタンバイ機のソフトウェアに関する

著作権その他の知的財産権を侵害する行為をしないこと 

(10)コールドスタンバイ機を善良な管理者の注意をもって管理すること 

2 コールドスタンバイオプションが事由の如何を問わず終了した場合、その他コールドスタンバイ機を利用

しなくなった場合には、契約者は、当該契約の終了日から 30 日以内にコールドスタンバイ機を当社に返還す

るものとします。 

 

第 8条（故障が生じた場合の措置等） 

契約者は、コールドスタンバイ機に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当

社に通知するとともに、当該コールドスタンバイ機を当社に返還するものとします。 

2 前項の通知があったときは、当社は代替機の送付を行います。また、当社は前項のコールドスタンバイ機を

受領したとき、その故障の原因を調査するものとします。 

3 第 1 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたとき、又は前項の調査の結果コールドスタンバイ

機に故障がないことが明らかとなったときは、保守手数料として当社が発行する請求書により契約者に請求す

るものとし、契約者は、当社に対し保守手数料を支払うものとします。 

 

第 9条（亡失品に関する措置） 

契約者は、コールドスタンバイ機を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するも

のとします。 
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2 前項の通知があったときは、当社は代替機の送付を行います。 

3 当社は、亡失品（第 7条（機器の管理）第 2項及び前条（故障が生じた場合の措置等）第 1項に定める返還

がなかった場合の当該コールドスタンバイ機を含みます。）の回復に要する費用について、事由の如何を問わ

ず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負

担金を支払うものとします。 

4 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。 

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使用す

ることについて一切の責任及び義務は負わないものとします。  

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとし

ます。  

(3) 亡失品についても、契約者は、第 7条（機器の管理）第 1項各号に定める事項の遵守義務を免れるもの

ではありません。 

 

第 10条（解除の効力が生ずる日） 

コールドスタンバイオプション契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、契

約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日（当社が電磁的方法により最短の解除日とし

て指定した日以降の日とします。）に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。 

 

第 11条（料金） 

契約者が、コールドスタンバイオプションの利用に関して支払うべき初期費用及び月額費用の額は、コールド

スタンバイオプションの申込過程において電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合におい

て、初期費用の支払義務はコールドスタンバイオプションの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義

務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時

点で、それぞれ発生するものとします。 

 

第 12条（最低利用期間内解除調定） 

コールドスタンバイオプションがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 30条（契約

者の解除）第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、最低利用期間の

残余の期間に対応する月額費用を支払うものとします。ただし、当社が指定するものを除きます。 

 

第 13条（保証の限定） 

コールドスタンバイオプションは以下の事項を保証するものではありません。 

(1) 常に利用可能であること 

(2) その他完全性及び契約者の利用目的への適合性 

2 契約者がコールドスタンバイオプションを利用する環境によっては、コールドスタンバイオプションの機

能が一部利用できない場合があります。 
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附則 

平成 29年 3月 30日施行 

この契約約款は、平成 29年 3月 30日から実施します。 
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個別規程 WANユニット 

令和 6年 8月 1日現在 

第 1条（定義） 

WAN ユニットとは、サービスアダプタ又は当社が定める仕様のモバイル回線及びその利用に必要な移動無線機

器（SIM カードを含みます。サービスアダプタ、端末設備、移動無線機器その他当社が貸与機器として指定す

るものを併せて「貸与機器」といいます。以下この個別規程において同じとします。）を提供し、貸与機器同士

を接続する機能を提供するサービスをいいます。なお、サービスアダプタと当社が指定する当社役務（IIJ 

Omnibus、IIJインターネットサービス契約約款に基づき当社が提供する IIJインターネットサービス又は IIJ

広域ネットワークサービス利用規約に基づき提供する IIJ広域ネットワークサービスを含み、これらに限られ

ません。当該役務を以下「指定サービス」といいます。）を組み合わせて利用する場合にあっては、当社が別途

定める仕様に基づき、当該役務に係るマネージメント機能（以下「WAN ユニットマネージメント機能」といい

ます。）を併せて提供します。 

 

第 2条（種類） 

WAN ユニットには、次の種類（以下この個別規程において「種類」といいます。）があります。 

種類 内容 

サービスアダプタ：L3 
VPN 網又は広域イーサネット網を構成するために必要なサービスアダプタを提供する

もの 

サ ー ビ ス ア ダ プ

タ:L2VPN 
L2VPN網を構成するために必要なサービスアダプタを提供するもの 

サービスアダプタ：AP 無線 LAN機能を利用するために必要なサービスアダプタを提供するもの 

WAN モバイル 

VPN 網を構成するために必要なモバイル回線及びその利用に必要な移動無線機器を提

供するもの。モバイル回線の利用用途に応じて、「通常」と「バックアップ用」に区分

されます。 

スタンバイアダプタ 

品目をサービスアダプタ：L3、サービスアダプタ：AP、WANモバイルとする WANユニッ

トにおいて提供するサービスアダプタ又は移動無線機器と同一のサービスアダプタ又

は移動無線機器を提供し、障害等の場合に契約者自身による交換を可能にするもの 

 

第 3条（品目） 

WAN ユニットには、種類毎に、次の品目（以下この個別規程において「品目」といいます。）があります。 

種類 品目 内容 

サービスアダプタ：L3 

タイプ A サービスアダプタに当社が提供する機器 SA-W シ

リーズを用いるもの 

タイプ B サービスアダプタに当社が提供する機器 BPV4、

SEIL/X4又は SA-W2L を用いるもの。SA-W2Lにあ
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っては、モバイルアクセスオプションで利用可能

となる SIMカードの提供を伴います。 

サ ー ビ ス ア ダ プ

タ:L2VPN 

タイプ A サービスアダプタに当社が提供する機器 SA-W シ

リーズを用いるもの 

タイプ B サービスアダプタに当社が提供する機器 BPV4 を

用いるもの 

サービスアダプタ：AP 
タイプ A サービスアダプタに当社が提供する機器 SA-W シ

リーズを用いるもの 

WAN モバイル 

モバイル：タイプ D 株式会社 NTTドコモ（以下、この個別規程におい

て「ドコモ」とします。）が提供する SC-FDM方式、

OFDMA方式又は DS-CDMA方式による伝送交換設備

を用いた移動無線通信に係る通信網を当社が貸

与する移動無線機器を用いて利用するもの 

モバイル：タイプ K KDDI 株式会社（以下、この個別規程において

「KDDI」とします。）が提供する SC-FDMA 方式又

は OFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動

無線通信に係る通信網を当社が貸与する移動無

線機器を用いて利用するもの 

スタンバイアダプタ 

SA-Wシリーズ 品目をタイプ A とする WAN ユニットにおいて提

供するサービスアダプタ（以下「タイプ Aサービ

スアダプタ」といいます。）と同一のサービスア

ダプタを提供し、タイプ Aサービスアダプタの障

害等の場合に契約者自身による交換を可能にす

るもの 

BPV4 品目をタイプ B とし、提供機器を BPV4 とするサ

ービスアダプタ(以下、「タイプ Bサービスアダプ

タ（BPV4）」といいます。)と同一のサービスアダ

プタを提供し、タイプ Bサービスアダプタ（BPV4）

の障害等の場合に契約者自身による交換を可能

にするもの 

SEIL/X4 品目をタイプ B とし、提供機器を SEIL/X4 とす

るサービスアダプタ(以下、「タイプ Bサービスア

ダプタ（SEIL/X4）」といいます。)と同一のサー

ビスアダプタを提供し、タイプ Bサービスアダプ

タ（SEIL/X4）の障害等の場合に契約者自身によ

る交換を可能にするもの 

SA-W2L モバイル：タイプ I 品目をタイプ B とし、提供機器を SA-W2Lとする
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サービスアダプタ(以下、「タイプ Bサービスアダ

プタ（SA-W2L）」といいます。)と同一のサービス

アダプタを提供し、タイプ B サービスアダプタ

（SA-W2L）の障害等の場合に契約者自身による交

換を可能にするもの 

モバイル：タイプ D 品目をモバイル：タイプ D とする WAN ユニット

において提供する移動無線機器（以下「タイプ D

移動無線機器」といいます。）と同一の移動無線

機器を提供し、タイプ D移動無線機器の障害等の

場合に契約者自身による交換を可能にするもの 

モバイル：タイプ K 品目をモバイル：タイプ K とする WAN ユニット

において提供する移動無線機器（以下「タイプ K

移動無線機器」といいます。）と同一の移動無線

機器を提供し、タイプ K移動無線機器の障害等の

場合に契約者自身による交換を可能にするもの 

 

第 4条（構成タイプ） 

種類をサービスアダプタ:L2VPN とする WAN ユニットには、品目毎に、次の構成タイプ（以下この個別規程に

おいて「構成タイプ」といいます。）があります。 

種類 品目 構成タイプ 内容 

サービスアダプタ:L2VPN 

タイプ A スポーク L2VPN網内でスポークとして動作するもの 

タイプ B ハブ L2VPN網内でハブとして動作するもの 

スポーク L2VPN網内でスポークとして動作するもの 

 

第 5 条（最低利用期間） 

WAN ユニットに係る IIJ Omnibus契約（以下「WANユニット契約」といいます。）における最低利用期間は次の

とおりとし、その起算日は課金開始日とします。 

種類 品目 機器種別 最低利用期間 

サービスアダプタ：L3 

タイプ A SA-Wシリーズ なし又は 3年（注） 

タイプ B BPV4 1年又は 3年（注） 

SEIL/X4 1年又は 3年（注） 

SA-W2L なし又は 3年（注） 

サ ー ビ ス ア ダ プ

タ:L2VPN 

タイプ A SA-W シリーズ なし又は 3年（注） 

タイプ B BPV4 1年又は 3年（注） 

サービスアダプタ：AP タイプ A SA-Wシリーズ なし又は 3年（注） 
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WAN モバイル 
モバイル：タイプ D - なし 

モバイル：タイプ K - なし 

スタンバイアダプタ 

SA-Wシリーズ SA-Wシリーズ 1年 

BPV4 BPV4 1年 

SEIL/X4 SEIL/X4 1年 

モバイル：タイプ D - 1年 

モバイル：タイプ K - 1年 

（注）WANユニットの申込過程において電磁的方法又は書面により契約者に示される期間とします。 

 

第 6条（契約の単位） 

当社は、WAN ユニットの場合にあっては、一の品目毎に一の WAN ユニット契約を締結します。ただし、種類を

サービスアダプタ:L2VPN とする WAN ユニットの場合にあっては、一の構成タイプ毎に一の WAN ユニット契約

を締結します。 

 

第 7条（IPアドレスの特定） 

WAN ユニットにおいて使用できる IPアドレスは、当社が行う貸与機器の設定に従うものとします。 

 

第 8条（利用資格） 

WAN ユニットを利用するには、IIJ Omnibusサービスの契約者である必要があります。 

2 種類をサービスア ダプタ:L2VPN、品目をタイプ A、構成タイプをスポークとする WANユニットを利用する

には、 種類をサービスア ダプタ:L2VPN、品目をタイプ B、構成タイプをハブとする WAN ユニットの契約者で

ある必要があります。 

3 種類をサービスア ダプタ:L2VPN、品目をタイプ B、構成タイプをスポークとする WANユニットを利用する

には、 種類をサービスア ダプタ:L2VPN、品目をタイプ B、構成タイプをハブとする WAN ユニットの契約者で

ある必要があります。 

4 種類をスタンバイアダプタ、品目を SA-W シリーズとする WAN ユニットを利用するには、種類をサービスア

ダプタ：L3、サービスアダプタ:L2VPN又はサービスアダプタ：AP、品目をタイプ A とする WANユニットの契約

者である必要があります。 

5 種類をスタンバイアダプタ、品目を BPV4 とする WAN ユニットを利用するには、種類をサービスアダプタ：

L3 又はサービスアダプタ:L2VPN、品目をタイプ B、機器種別を BPV4とする WANユニットの契約者である必要が

あります。 

6 種類をスタンバイアダプタ、品目を SEIL/X4 とする WAN ユニットを利用するには、種類をサービスアダプ

タ：L3 、品目をタイプ B、機器種別を SEIL/X4とする WANユニットの契約者である必要があります。 

7 種類をスタンバイアダプタ、品目を SA-W2L モバイル：タイプ Iとする WANユニットを利用するには、種類

をサービスアダプタ：L3、品目をタイプ B、機器種別を SA-W2Lとする WANユニットの契約者である必要があり

ます。 

8 種類をスタンバイアダプタ、品目をモバイル：タイプ Dとする WANユニットを利用するには、種類を WANモ
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バイル、品目をモバイル：タイプ Dとする WANユニットの契約者である必要があります。 

9 種類をスタンバイアダプタ、品目をモバイル：タイプ Kとする WANユニットを利用するには、種類を WANモ

バイル、品目をモバイル：タイプ Kとする WANユニットの契約者である必要があります。 

10 モバイルアクセスオプションを利用するには、種類をサービスアダプタ：L3、品目をタイプ B、機器種別を

SA-W2L とする WANユニットの契約者である必要があります。 

11 パケットシェアグループオプションを利用するには、品目をパケットシェアプランとするモバイルアクセ

スオプションを利用している必要があります。 

12 品目をパケットシェアプランとするモバイルアクセスオプションを利用するには、パケットシェアグルー

プオプションを利用している必要があります。 

 

第 9条（利用条件） 

契約者は WANユニットを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。 

(1) 貸与機器を稼働することができる電源及び場所の確保 

(2) 貸与機器について、結線その他の物理的な設置作業 

(3) 前各号の他当社が個別に指定するもの 

 

第 10条（オプションサービス） 

当社は、電磁的方法又は当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービス

を提供します。 

2 WANユニットには、次のオプションサービスがあります。 

(1) モバイルアクセスオプション 

 種類をサービスアダプタ：L3、品目をタイプ B、サービスアダプタを SA-W2Lとする WANユニット契約におい

て、当社開発の SIMカードを用いて、ドコモが提供する SC-FDMA方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA方式による

伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用するため機能を提供するものであって、通常、バッ

クアップ、10GBプラン、30GBプラン、50GBプラン及びパケットシェアプランの品目があります。 

(2) パケットシェアグループオプション 

品目をパケットシェアプランとするモバイルアクセスオプションにおいて、当該オプションの利用者が、暦

月単位の利用データ通信量（以下「パケットパック」といいます。）を指定するためのもの 

 3 モバイルアクセスオプションの利用者は、当該オプションの品目の変更を請求することができます。ただし、

暦月末日に変更の申し込みを行うことはできません。また、10GB プラン、30GB プラン、50GB プラン及びパケ

ットシェアプランは、暦月単位でのみ変更を行うことができるものとします。 

4 パケットシェアグループオプションの利用者は、パケットパックの数の変更を請求することができます。た

だし、暦月単位でのみ変更を行うことができるものとします。 

5 品目を 10GBプラン、30GBプラン、50GBプラン及びパケットシェアプランとするモバイルアクセスオプショ

ン並びにパケットシェアグループオプションの利用停止日が暦月の末日以外の日である場合、当該オプション

の利用料の算定において日割計算式は適用されないものとします。 

6オプションサービスの利用における最低利用期間はありません。 

7 契約者が電磁的方法によりオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、契約者が当該通知にお
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いて解除の効力が生じる日として指定した日に、オプションサービスの利用の停止の効力が生じるものとしま

す。 

8 品目をパケットシェアプランとするモバイルアクセスオプションの利用が停止された場合、当該オプション

に対応するパケットシェアグループオプションは同日で利用が停止されるものとします。 

9 パケットシェアグループオプションの利用が停止された場合、当該オプションに対応する品目をパケットシ

ェアプランとするモバイルアクセスオプションは同日で利用が停止されるものとします。 

 

 

第 11条（利用の態様の制限） 

種類を WANモバイルとする WANユニット又はモバイルアクセスオプションには、次の利用の態様の制限があり

ます。 

(1) ドコモ又は KDDI の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく

悪化した場合若しくはその他ドコモ又は KDDI の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない

場合や接続中の通信が切断される場合があります。 

2 契約者は、WAN ユニットマネージメント機能を利用する場合にあっては、WAN ユニット契約の情報（担当者

情報を含みます。）が指定サービスの契約者と共有されることについて、あらかじめ同意するものとします。ま

た、このことについて、契約者は、あらかじめ指定サービスの契約者の同意を得る必要があります。 

 

第 12条（機器の管理） 

契約者は、貸与機器について次の事項を遵守するものとします。 

(1) 貸与機器を当社が定めた用途以外に使用しないこと 

(2) 貸与機器を日本国外に持ち出さないこと 

(3) 貸与機器を譲渡又は担保に供さないこと 

(4) 貸与機器を当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させないこと 

(5) 貸与機器の設定を引渡し時の状態から変更しないこと 

(6) 貸与機器を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の状態から変更しないこと 

(7) 貸与機器に添付され又は貸与機器の一部を構成するプログラム（以下「プログラム」といいます。）に関

し、有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者

に使用させないこと 

(8) 前号のプログラムの全部又は一部を複製、改変、その他貸与機器のソフトウェアに関する著作権その他

の知的財産権を侵害する行為をしないこと 

(9) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること 

2 WANユニットが事由の如何を問わず終了した場合、その他貸与機器を利用しなくなった場合には、契約者は、

当該契約の終了日から 30日以内に貸与機器を当社に返還するものとします。 

 

第 13条（故障が生じた場合の措置等） 

契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知する

ものとします。 
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2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、貸与機器の修理又は交

換を行うものとします。この場合において、かかる修理又は交換にあたり、貸与機器の設置場所へ車両以外の

交通手段が必要となる場合は、交通費等の実費を当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契

約者は、当社に対して当該実費を支払うものとします。 

3 第 1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたとき、又は前項の調査の結果貸与機器に故障がない

ことが明らかとなったときは、保守手数料として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契

約者は、当社に対し保守手数料を支払うものとします。 

 

第 14条（亡失品に関する措置） 

契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 

2 前項の通知があったときは、当社は代替機の送付を行います。 

3 当社は、亡失品（第 12 条（機器の管理）第 2 項に定める返還がなかった場合の当該貸与機器を含みます。）

の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に

請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。 

4 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。 

(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使用す

ることについて一切の責任及び義務は負わないものとします。 

(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとし

ます。  

(3) 亡失品についても、契約者は、第 10 条（機器の管理）第 1 項各号に定める事項の遵守義務を免れるも

のではありません。 

 

第 15条（サービスの廃止） 

当社は、NTT、ドコモ又は KDDIが WANユニットに対応するサービスの提供を終了した場合、当該サービスに該

当する WANユニットを廃止します。 

 

第 16条（解除の効力が生ずる日） 

WAN ユニット契約における当該契約の解除の効力が生ずる日は、以下のとおりとします。  

(1) 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日から 30 日を経過する

日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日 

(2) 契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定し

た日 

2 WAN ユニット契約に係る IIJ Omnibus サービス契約が解除された場合には、当該 WANユニット契約は同日又

は当社が指定する日に解除されるものとします。 

 

第 17条（料金） 

契約者が、WAN ユニット利用に関して支払うべき料金の額は、WAN ユニットの申込過程において電磁的方法又

は書面により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の支払義務は WANユニットの申込
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を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に

係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。 

 

第 18条（最低利用期間内解除調定） 

WAN ユニットの各品目がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 30条（契約者の解除）

第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、最低利用期間の残余の期間

に対応する月額費用を支払うものとします。ただし、当社が指定するものを除きます。 

 

第 19条（機能の制限） 

次に定める WANユニットの品質及び利用の公平性の確保を目的として、当社は、当該 WANユニットの契約者に

事前に通知することなく通信量、通信速度等を制限する場合があり、当該 WANユニットの契約者はあらかじめ

これに同意するものとします。 

(1) 品目をモバイル：タイプ D又はモバイル：タイプ Kとする WANユニット 

(2) モバイルアクセスオプションの利用に係る WANユニット 

 

第 19条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結

果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対

し、他の品目への切り替えの提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。 

 

附則 

平成 30年 8月 23日施行 

この契約約款は、平成 30年 8月 23日から実施します。 

 

令和元年 12月 13日変更 

1 この契約約款は、平成 30年 8月 23日から実施します。 

2 令和元年 12月 12日以前の IIJ Omnibus契約約款に基づき成立した、種類を WAN モバイル、品目を SEILシ

リーズとする WAN ユニット契約は、種類を WAN モバイル、品目を BPV4 とする WAN ユニット契約として有効に

存在するものとします。 

(1) 3 第 4 条（最低利用期間）の定めにかかわらず、令和元年 12 月 12日以前の IIJ Omnibus 契約約款に

基づき成立した WANユニット契約の最低利用期間は次のとおりとります。種類をサービスアダプタ：L3、

品目をタイプ Aとする WANユニット契約、種類をサービスアダプタ：AP、品目をタイプ Aとする WANユ

ニット契約、及び、種類を WANモバイルとする WAN ユニット契約にあっては、最低利用期間はありませ

ん。 

(2) 種類をサービスアダプタ：L3、品目をタイプ Bとする WANユニット契約、及び、種類をスタンバイアダ

プタとする WANユニット契約にあっては 1年とし、その起算日は課金開始日とします。 

 

令和元年 12月 20日変更 
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この契約約款は、令和元年 12月 20日から実施します。 

 

令和 2年 3月 27日変更 

この契約約款は、令和 2年 3月 27日から実施します。 

 

令和 2年 7月 16日変更 

この契約約款は、令和 2年 7月 16日から実施します。 

 

令和 2年 9月 16日変更 

この契約約款は、令和 2年 9月 16日から実施します。 

 

令和 3年 3月 30日変更 

この契約約款は、令和 3年 3月 30日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 
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個別規程 WANユニット連携モジュール 

令和 6年 8月 1日現在 

第 1条（定義） 

WAN ユニット連携モジュールとは、Network Processing Systemと当社が WANユニットにおいて提供するサー

ビスアダプタとを接続する機能を提供する、当社が定める仕様に基づくモジュールをいいます。 

 

第 2条（品目） 

WAN ユニット連携モジュールには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。  

品目 内容 

VPN 
一の Network Processing Systemにおいて、WANユニットにおいて提供するサービスア

ダプタと VPNを経由した接続機能を提供するモジュール 

閉域：L2 
一の Network Processing Systemにおいて、WANユニットにおけるサービスアダプタと

電気通信回線による一の広域ネットワークを提供するモジュール 

 

第 3条（帯域品目） 

WAN ユニット連携モジュールには、次の帯域品目（以下この個別規程において「帯域品目」といいます。）があ

ります。 

帯域品目 内容 

ベストエフォート 
Network Processing Systemとの接続部分において、契約者が利用可能な帯域の値を指

定できないもの 

帯域確保 
Network Processing Systemとの接続部分において、契約者が指定する帯域（当社が別

途定める範囲とします。）が利用可能となる設定を当社が行うもの 

 

第 4条（利用用途） 

WAN ユニット連携モジュールには、次の利用用途(以下この個別規程において「利用用途」といいます。)があ

ります。 

利用用途 内容 

通常 利用用途が限定されないモジュール 

バックアップ用 「通常」のモジュールによる接続ができない場合に利用されるモジュール 

 

第 5条（最低利用期間） 

WAN ユニット連携モジュールに係る IIJ Omnibus契約(以下「WANユニット連携モジュール契約」といいます。)

における最低利用期間はありません。 
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第 6条（契約の単位） 

当社は、WAN ユニット連携モジュールの場合にあっては、一の品目毎に一の WAN ユニット連携モジュール契約

を締結します。 

 

第 7条（IPアドレスの特定） 

WAN ユニット連携モジュールにおいて使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスとします。 

2 契約者が WANユニット連携モジュールにおいて使用する IPアドレスは、当社が指定します。 

3 契約者は、前項の IPアドレス以外の IPアドレスを使用して WANユニット連携モジュールを利用することは

できません。 

 

第 8条（利用資格） 

WAN ユニット連携モジュールを利用するには、当社が提供する Network Processing System の契約者である必

要があります。 

2 品目を閉域：L2とする WAN ユニット連携モジュールを利用するには、IIJ広域ネットワークサービスの契約

者である必要があります。 

3 利用用途を「バックアップ用」とする WANユニット連携モジュールを利用するには、利用用途を「通常」と

する WANユニット連携モジュールの契約者である必要があります。 

 

第 9条（契約内容の変更） 

契約者は、次の事項について、WAN ユニット連携モジュール契約の内容の変更を請求することができるものと

します。 

(1) 帯域品目の変更 

(2) 利用用途の変更 

(3) 前 2号に定める事項のほか、当社が指定する事項 

 

第 10条（品質保証） 

WAN ユニット連携モジュールにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1

の定めによるものとします。  

(1) 障害通知 

2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に

対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。  

 

第 11条（料金の減額） 

WAN ユニット連携モジュールにおいて前条（品質保証）に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、別

紙 1に定めるところにより WANユニット連携モジュールの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が、

当該品質保証の違背が発生した月の翌月 15 日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失う

ものとします。 
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第 12条（解除の効力が生ずる日） 

WAN ユニット連携モジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、契約

者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じるものとしま

す。 

 

第 13条（料金） 

契約者が、WAN ユニット連携モジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、WAN ユニット連携モジュール

の申込過程において電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の支払義

務は WANユニット連携モジュールの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時

費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生する

ものとします。 

 

第 14条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結

果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対

し、契約内容の変更の提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。 

 

附則 

平成 30年 8月 23日施行 

この契約約款は、平成 30年 8月 23日から実施します。 

 

令和 2年 3月 27日変更 

この契約約款は、令和 2年 3月 27日から実施します。 

 

令和 6年 8月 1日変更 

この契約約款は、令和 6年 8月 1日から実施します。 

 

 

別紙 1 WANユニット連携モジュールにおける品質保証 [第 10条・第 11条関係] 

障害通知 

(1) 保証基準 

当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害情

報通知先に障害の通知を行うこと。 

 

(2) 品質保証違背時の減額 

月額基本料金の 30分の 1を減額するものとする。 
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個別規程 拡張監視モジュール 

平成 30年 8月 23日現在 

第 1条（定義） 

拡張監視モジュールとは、契約者の指定するネットワーク機器（以下「拡張監視モジュール対象機器」といい

ます。）と Network Processing System の間の通信状態を監視する機能を提供する、当社が定める仕様に基づ

くモジュールをいいます。 

 

第 2条（品目） 

拡張監視モジュールには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。  

品目 内容 

通常 Network Processing System において、監視機能を提供するもの 

 

第 3条（最低利用期間） 

拡張監視モジュールに係る IIJ Omnibus 契約(以下「拡張監視モジュール契約」といいます。)における最低利

用期間はありません。  

 

第 4条（契約の単位） 

当社は、拡張監視モジュールの場合にあっては、一の品目毎に一の拡張監視モジュール契約を締結します。 

 

第 5条（IPアドレスの特定） 

拡張監視モジュールにおいて使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレスとします。 

2 契約者が拡張監視モジュールにおいて使用する IP アドレス（プライベート IP アドレスを除きます。）は、

当社が指定します。 

3 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用し拡張監視モジュールを利用することはできませ

ん。 

 

第 6条（利用資格） 

拡張監視モジュールを利用するには、当社が提供する Network Processing System の契約者である必要があ

ります。 

2 拡張監視モジュール対象機器は、インターネットプロトコルによる相互通信を利用して、Network 

Processing System に到達可能である必要があります。 

 

第 7条（解除の効力が生ずる日） 

拡張監視モジュール契約において、契約者が電磁的方法で解除を希望する旨の通知をした場合、契約者が当該

通知において解除の効力が生じる日として指定した日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。 
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第 8条（料金） 

契約者が、拡張監視モジュールの利用に関して支払うべき料金の額は、拡張監視モジュールの申込過程におい

て電磁的方法により契約者に示される金額とします。この場合において、初期費用の支払義務は拡張監視モジ

ュールの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時

費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。 

  

附則 

平成 30 年 8 月 23 日施行 

この契約約款は、平成 30 年 8 月 23 日から実施します。
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